
熊本市中心市街地活性化政策の効果推計 

- 74 - 

(5) Chau, K. W. and Wong, S. K. (2014) “Externalities of urban 

renewal: A real option perspective,” The Journal of Real Estate 

Finance and Economics, 48(3), 546-560. 

(6) Jayantha, W. M. and Ming, C. C. (2015) “The effect of urban 

redevelopment on retail shopping property values: a case study in 

Hong Kong,” International Journal of Urban Sciences, 19(3), 

379-399. 

(7) Jayantha, W. M. and Poon, H. (2015) “Assessing the impact of 

revitalized old industrial buildings on the value of surrounding 

properties: An empirical study,” Facilities, pp. 245-261. 

(8) Jayantha, W. M., Wong, J. K. W. and Yuk, L. N. (2018) 

“Conversion or redevelopment? Effects of revitalization of old 

industrial buildings on property values,” Habitat International, 73, 

53-64. 

(9) Jayantha, W. M. and Yung, E. H. K. (2018) “Effect of Revitalization 

of Historic Buildings on Retail Shop Values in Urban Renewal: An 

Empirical Analysis,” Sustainability, 2018, 10(5), 1418. 

(10) Jung, E., Choi, Y. and Yoon, H. (2016) “The impact of the 

Gyeongui Line Park project on residential property values in Seoul, 

Korea,” Habitat International, 58, 108-117. 

(11) Ki, C. O. and Jayantha, W. M. (2010) “The effects of urban 

redevelopment on neighbourhood housing prices,” International 

Journal of Urban Sciences, 14(3), 276-294.  

(12) Kiel, K. A. and McClain, K. T. (1995) “House price during siting 

decision stages: The case of an incinerator from rumor through 

operation,” Journal of Environmental Economics and Management, 

28, 241-255. 

(13) Lai, L. W. C., Chau, K. W., Yiu, C. Y. and Wong, S. K. (2007) 

“Measuring and interpreting the effects of a public sector-led urban 

renewal project on housing prices: An empirical study of a 

comprehensive development area zone developed upon ‘taking’ in 

Hong Kong,” Environment and Planning B: Planning and Design, 

34, 524-538. 

(14) Liu, Q., Homma, R. and Iki, K. (2020) “Quantitative Evaluation on 

Public Bicycle Trips and its Impact Variables among Different Land 

Uses,” International review for spatial planning and sustainable 

development A: Planning Strategies and Design Concepts, vol. 8, 

No.2, 118-130. 

(15) McCormack, G. R., Giles-Corti, B. and Bulsara, M. (2008) “The 

Relationship between Destination Proximity, Destination Mix and 

Physical Activity Behaviors,” Preventive Medicine, 46(1), 33-40. 

(16) Newell, T. A. (2009) “Development and neighborhood 

revitalization: The effects of residential investment on property 

values in Durham, NC.,” The Michigan Journal of Business, 3(2), 

97-120. 

(17) Tajima, K. (2003) “New estimates of the demand for urban green 

space: implications for valuing the environmental benefits of 

Boston’s Big Dig project,” Journal of Urban Affairs, 25(5), 641-655. 

(18) Tse, R. Y. C. (2001) “Impact of comprehensive development 

zoning on real estate development in Hong Kong,” Land Use Policy, 

18, 321-328. 

(19) Yau, Y. (2011) “Does comprehensive redevelopment change the 

housing price gradient? A case study in Mongkok, Hong Kong,” 

Urbani Izziv, 22(2), 98-106. 

(20) Yoon, H. (2013) “Is a High-quality Park Worth the Cost? Hedonic 

Analysis of Housing Market near the High Line, New York City,” 

Asian Pacific Planning Review, 48(7), 135-152. 

                                                  
１ 1期目は平成19年5月から平成24年3月まで、2期計画は平

成24年4月から平成29年3月まで、直近の3期計画は平成29年

4月から平成34(令和4)年3月までである。 
２ 本研究でいう熊本市の中心市街地の各地点とは、「熊本市中心市

街地活性化基本計画(熊本地区)」で規定されている「熊本城地区」

「通町筋・桜町周辺地区」「新町・古町地区」「熊本駅周辺地区」を

参考にしている。ただし、通町筋での再開発の効果が桜町に波及し

ているかどうかは、逆の場合も含めて分析の余地があるため、通町

筋地区と桜町地区を分けて考える。通町筋についてはさらに上通と

下通に分けられる。通町筋周辺は、熊本市の中でも最も重要な商業

拠点なので、このように詳細に分析する必要がある。同様に、「新

町・古町地区」についても新町と古町に分けて分析を行う。 
３ 尾崎・福山(2012)は、その他の方法としてアンケート方式やモニ

ター方式、市民討論会方式、ワークショップ方式などを挙げている

が、これらと比較してヘドニック・アプローチは公共政策の便益を

定量的に計測できると評価している。 
４ 海外の研究事例の紹介なので、和暦ではなく西暦を採用した。 
５ 一般に最も快適な歩行距離は400から500メートルとされてい

る(Liu et. al, 2020; McCormack et. al, 2008)。熊本市の市内におい

て、市電は歩行者にとって最も身近な交通手段であるため、400メ

ートルでダミーを設定した。一方、JRや菊池電車は市電ほど整備

されていないので、より駅に近い所でダミー変数を設定した。 
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行政手続きのオンライン化に向けた課題と展望 

~ブロックチェーン技術の活用可能性について~ 
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キーワード：行政手続オンライン化、ブロックチェーン、改ざん、情報公開窓口、行政データ 

 

1 背景と目的 

熊本市の行政手続きには様々な窓口業務が存在する。令和

3（2021）年時点においても、その多くは市民が来庁し職員

との対面で紙ベースの手続きである。そのようなことから、

システムへのデータ手入力にともなう事務作業量の増加お

よび入力ミス、また来庁での手続きを求めることによる市

民サービスの低下などが問題となっている。 
市民が各種手続きをオンライン上から行え、職員のデー

タ入力作業も不要となれば、事務負担軽減および事務処理

ミス防止だけでなく市民サービスの向上および職員の生産

性が向上される。このような観点からオンラインによる行

政手続きの必要性が高まっている。 
同時に、行政手続のオンライン化を進めるにあたって、

情報セキュリティ対策も必要となる。クラウド環境やネッ

トワーク網の整備だけでなく、扱われるデータが改ざんさ

れないなどデータの安全性を担保する必要がある。 
本稿では、改ざん対策での有用性が期待されるブロック

チェーン１技術を WEB アプリケーション２技術と組み合わ

せ、市民サービスの向上および職員の生産性向上の効果と、

行政が持つデータへの信頼性（真正性３・透明性４・耐改ざ

ん性５）の確保について、情報公開窓口での手続きを事例に

検証する。そこで得られた結果から考察を行い、効果や課

題等を明らかにすることで、今後の熊本市における行政手

続きのオンライン化推進に資することを目的とする。 
ここで、本研究の構成を図1に示す。2章では、国および

熊本市の情報政策について概観する。3章では、ブロックチ

ェーン技術についての説明とその技術を活用した先行事例

を紹介する。4章では、情報公開窓口での行政手続きにおい

て、WEBアプリケーション技術とブロックチェーン技術を

組み合わせることで、改ざん対策の有用性などについて検

証する。5章では、4章における検証結果をもとに考察およ

び課題について述べる。最後に補足として、対象範囲を行

政事務全般に広げた場合におけるブロックチェーン技術の

活用可能性について事例等を提示する。 

 
図1 本研究の構成 

 
2 国および熊本市の情報政策 

2.1 国の情報政策 

内閣府は令和2（2020）年7月17日『経済財政運営と改

革の基本方針2020について』６を閣議決定した。「新たな日

常」構築の原動力となるデジタル化への集中投資・実装と

その環境整備の中で、以下のような考え方を示している。 
 
単にオンライン化等を目的とするのではなく、デ

ータの蓄積・共有・分析に基づく不断の行政サー

ビスの質の向上こそが行政のデジタル化の真の目

的である。 
 
書面・押印・対面を前提とした我が国の制度・慣

行を見直し、実際に足を運ばなくても手続できる

リモート社会の実現に向けて取り組む。このため、

全ての行政手続を対象に見直しを行い、原則とし

て書面・押印・対面を不要とし、デジタルで完結

４ 情報公開窓口での行政手続オンライン化

５ 成果の考察と今後の課題

補足 行政におけるブロックチェーン技術の活用可能性

３ ブロックチェーン技術と行政での先行事例

１ 背景と目的

２ 国および熊本市の情報政策
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できるよう見直す。 
 
官民のデータを有効に活用したデータの解析及び

EBPM７の推進や、AI８を活用した行政サービスの

推進等を図るためには、ＩＴ総合戦略本部の下、

関係府省庁が分野間データ連携基盤の構築やオー

プンデータ化を抜本的に進めることが必要である。 
 

また、令和2（2020）年12月25日に閣議決定された『デ

ジタル・ガバメント実行計画』９概要では、「利用者にとっ

て、行政のあらゆるサービスが最初から最後までデジタル

で完結される行政サービスの100％デジタル化の実現」、「新

たなデータ戦略に基づき、ベースレジストリ（法人、土地

等に関する基本データ）の整備、プラットフォームとして

の行政の構築、行政保有データのオープン化１０の強化等を

推進」、「クラウドサービス１１の利用、AI・RPA１２等による

業務効率化を推進」、「情報セキュリティ対策の徹底・個人

情報の保護、業務継続性の確保」等の目標が掲げられてい

る。 
これらより、国の掲げる情報政策が、情報セキュリティ

の確保を大前提とした上での行政手続きのオンライン化お

よび行政文書を含む様々な行政データのオープン化を推進

することであることがわかる。 
 
2.2 熊本市の情報政策のこれまでと現在 

熊本市における情報政策について、過去から現在までの

取り組みを国の情報政策を踏まえ整理する。 
熊本市においては、個人情報保護の機運の高まりなどに

より、個人情報関連の処理を外部委託から市役所内部で行

うため、昭和60（1985）年に新たな組織として電子計算課

を設け、順次、個別システムの導入が進められた。併せて、

昭和61（1986）年に熊本市電子計算組織に係る個人情報の

保護に関する条例・規則が制定された。 
その後の大きな流れとして、まず平成 9（1997）年に熊

本市情報化基本計画および情報化実施計画が策定された。

当時、各システムは専用端末を職員が交代で使用している

状況で、システムへの依存度が高くなるにつれ非効率的な

業務運営の要因となっていった。そのため、職員一人一人

に PC を配備し、様々なシステムを個人端末で使用できる

よう、これらの計画に基づき整備が進められていった。こ

の取り組みは、国が掲げる「e-Japan 戦略１３」に関連した

もので、職員への PC 配備も将来の庁内ネットワークであ

るCネット１４の構築を念頭においてのものでもあった。実

際、平成13（2001）年にCネット運用が開始され、各職員

が自身の端末で基本業務を遂行できるようになった。また、

情報量の増加や情報範囲の拡大にともない、市役所内部だ

けにとどまらず、県や国との相互情報伝達の必要性が高ま

ったため、行政間で安全なデータの伝達が可能な 
LGWAN１５（総合行政ネットワーク接続）への接続が平成

15（2003）年に開始された。 
平成22（2010）年には、熊本市総合行政情報システム最

適化基本計画が策定された。主な目的は、システムの汎用

機（HOST）１６からオープン系１７への移行であった。熊本

市におけるオープン系システムでは、共通基盤と呼ばれる

基本データの伝達を行うための基盤を構築し、その基盤を

通して住民・保険料・福祉・税務といった各システムを連

携させる形を採用した。平成24（2012）年に共通基盤・住

民情報系システムの稼働を皮切りに、平成28（2016）年に

保険料系システム、平成 29（2017）年に福祉系システム、

税務系システムがそれぞれ稼働し、平成30（2018）年に汎

用機が廃止された１８。 
このような変遷を経て熊本市の情報政策が進められてき

た。そして昨今の諸外国や国のオープンデータ利活用推進、

DX推進等の情報政策の流れの中で、熊本市としてもこれま

で内部で保管していた行政データの外部公開が求められて

いる。また、労働人口の減少にともない、ICT１９を活用し

業務の生産性をこれまで以上に向上していく必要がある。

このような状況を踏まえ、熊本市でも、ICT などを活用し

た誰もが安心して快適に暮らすことができる持続可能なま

ちを実現するため、国の情報政策と整合性を取りながら、

熊本市行政サービス DX アクションプラン２０を進めている。

具体的には、マイナンバー等利用による手続きオンライン

化、キャッシュレス決済、RPA/AI/IoT２１の利活用、オープ

ンデータ化、スマートフォン活用、クラウドサービスの利

用などが挙げられる。特に、行政データのオープンデータ

化を推進するためには、信頼性の高い行政データの外部公

開が不可欠である。 
行政データを外部に安全に公開していくためには、セキ

ュリティ面での対策が必須である。例えば、外部公開され

た行政データがいつの間にか第三者によって書き換えられ

た場合、そのデータだけでなく、公開しているすべての行

政データに対する信頼性が低下し、結果として行政データ

熊本都市政策 vol.7 （2019-2020） 

- 77 - 

の利活用が進まなくなる恐れがある。そのため、行政デー

タの改ざんを防止する仕組みの構築が重要である。この仕

組みの構築にブロックチェーン技術を用いることで、様々

な行政データを安全に外部公開し共有できるようになる可

能性がある。データの安全な外部公開が進むことで、市民

の来庁が不要な仕組みや利用価値のある行政データを官民

ともに有効活用するといったことが期待される。 
 

3 ブロックチェーン技術と行政での先行事例 

3.1 ブロックチェーンについて 

ブロックチェーンという言葉自体は日本ブロックチェー

ン協会にて定義２２されているが、より平易な言葉で以下の

ように説明できる。 
 

ブロックチェーンとは、「取引等データの履歴情報

をブロックチェーンネットワークに参加する全員

が相互に分散して保管維持し、参加者がお互い合

意をすることで、そのデータの正当性を保証する

分散型台帳」と言うことができる。また、ブロッ

クチェーンという呼び名は、「様々な取引等の情報

を電子的に記録しながら、そのデータをブロック

として集約、さらに連鎖（チェーン化）して組成

すること」に由来する２３。 
 
 

 

 
 

図2 従来の世界とブロックチェーンの世界の比較 
(出所) 日本オラクル株式会社「Oracle Cloud Platform 

説明資料」より抜粋、筆者一部改変 

 
図 2 で示すとおり、これまでのような中央集権型のシス

テムで行われていた特定機関が信頼性を担保する仕組みで

はなく、個々に同じ台帳（ブロック）を持ち合い、同じデ

ータを共有かつ分散することで信頼性を担保する仕組みで

ある。 
また、表 1 に示す特徴を持つブロックチェーン技術を活

用することで、これまで難しいとされていた価値の移転が

可能となる。一例を挙げると、ビットコインなどの暗号通

貨２４では、この技術が活用され、通貨が安全な形で公開さ

れ運用されている。 
 

表1 ブロックチェーンの特徴 

 

 

 

 

 

 

(出所) 日本オラクル株式会社「Oracle Cloud Platform 

説明資料」より抜粋、筆者一部改変 

 
このブロックチェーンという技術に着目した理由として、

改ざん対策に関するセキュリティ面の強化が挙げられる。

ここでは情報の完全性２５、つまりデータが誰にも改ざんさ

れていないことを示すデータの真正性という点に着目した。

ブロックチェーンは表 1 に述べたような特徴を持つため、

ブロックチェーン技術を用いることでデータの信頼性や透

明性を確保できる基盤となる可能性がある。前章にて述べ

た国や市の情報政策を実現するためには、様々な行政デー

タを安全に外部公開する必要がある。それらの公開データ

の信頼性が高ければ、市民や民間事業者にとって有益なデ

ータとして二次利用する価値が高まる。これらを実現する

ための手段として、ブロックチェーン技術の有用性は高い

と考えられる。 
 
3.2 先行事例の整理 

3.2.1 イギリス国立公文書館 

イギリスでは Archangel プロジェクト２６を通じてイギリ

ス国立公文書館の公文書管理においてブロックチェーン技

術が利用されている。 

イギリス国立公文書館に保管されている過去の様々な公

文書データ（音声や画像等）が、ファイル形式のサポート

などの問題で将来的に再生不可能となった場合、再生する

ために新しいファイル形式へ変換する必要が生じる。その

際、ファイル形式の変換にともないファイル内容の改変が

行われていないことを証明できなければ、過去の公文書デ

ータそのものが改変されてしまっている可能性がある。そ

れらの問題を解決するためにブロックチェーン技術が用い

られている。公文書データの改変を防ぐ仕組みは、オリジ

信頼性・透明性のあるデータ共有
・全員が信頼性のある同一の情報を共有
・データ共有、突き合わせの手間暇が削減
・データが専有されないので、関係者が参加しやすい

改ざんの防止
・高い耐改ざん性（改ざん検知性）、データ不可逆性
・一度登録されると、削除、変更できないレコード
・内部不正も検知可能

堅牢性、耐障害性の向上
・分散され、セキュリティ的な急所のないシステム
・システム全体としての耐障害性の確保が容易

ブロックチェーン特有の課題
・情報の不必要な公開
・処理に時間がかかる
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できるよう見直す。 
 
官民のデータを有効に活用したデータの解析及び

EBPM７の推進や、AI８を活用した行政サービスの

推進等を図るためには、ＩＴ総合戦略本部の下、

関係府省庁が分野間データ連携基盤の構築やオー

プンデータ化を抜本的に進めることが必要である。 
 

また、令和2（2020）年12月25日に閣議決定された『デ

ジタル・ガバメント実行計画』９概要では、「利用者にとっ

て、行政のあらゆるサービスが最初から最後までデジタル

で完結される行政サービスの100％デジタル化の実現」、「新

たなデータ戦略に基づき、ベースレジストリ（法人、土地

等に関する基本データ）の整備、プラットフォームとして

の行政の構築、行政保有データのオープン化１０の強化等を

推進」、「クラウドサービス１１の利用、AI・RPA１２等による

業務効率化を推進」、「情報セキュリティ対策の徹底・個人

情報の保護、業務継続性の確保」等の目標が掲げられてい

る。 
これらより、国の掲げる情報政策が、情報セキュリティ

の確保を大前提とした上での行政手続きのオンライン化お

よび行政文書を含む様々な行政データのオープン化を推進

することであることがわかる。 
 
2.2 熊本市の情報政策のこれまでと現在 

熊本市における情報政策について、過去から現在までの

取り組みを国の情報政策を踏まえ整理する。 
熊本市においては、個人情報保護の機運の高まりなどに

より、個人情報関連の処理を外部委託から市役所内部で行

うため、昭和60（1985）年に新たな組織として電子計算課

を設け、順次、個別システムの導入が進められた。併せて、

昭和61（1986）年に熊本市電子計算組織に係る個人情報の

保護に関する条例・規則が制定された。 
その後の大きな流れとして、まず平成 9（1997）年に熊

本市情報化基本計画および情報化実施計画が策定された。

当時、各システムは専用端末を職員が交代で使用している

状況で、システムへの依存度が高くなるにつれ非効率的な

業務運営の要因となっていった。そのため、職員一人一人

に PC を配備し、様々なシステムを個人端末で使用できる

よう、これらの計画に基づき整備が進められていった。こ

の取り組みは、国が掲げる「e-Japan 戦略１３」に関連した

もので、職員への PC 配備も将来の庁内ネットワークであ

るCネット１４の構築を念頭においてのものでもあった。実

際、平成13（2001）年にCネット運用が開始され、各職員

が自身の端末で基本業務を遂行できるようになった。また、

情報量の増加や情報範囲の拡大にともない、市役所内部だ

けにとどまらず、県や国との相互情報伝達の必要性が高ま

ったため、行政間で安全なデータの伝達が可能な 
LGWAN１５（総合行政ネットワーク接続）への接続が平成

15（2003）年に開始された。 
平成22（2010）年には、熊本市総合行政情報システム最

適化基本計画が策定された。主な目的は、システムの汎用

機（HOST）１６からオープン系１７への移行であった。熊本

市におけるオープン系システムでは、共通基盤と呼ばれる

基本データの伝達を行うための基盤を構築し、その基盤を

通して住民・保険料・福祉・税務といった各システムを連

携させる形を採用した。平成24（2012）年に共通基盤・住

民情報系システムの稼働を皮切りに、平成28（2016）年に

保険料系システム、平成 29（2017）年に福祉系システム、

税務系システムがそれぞれ稼働し、平成30（2018）年に汎

用機が廃止された１８。 
このような変遷を経て熊本市の情報政策が進められてき

た。そして昨今の諸外国や国のオープンデータ利活用推進、

DX推進等の情報政策の流れの中で、熊本市としてもこれま

で内部で保管していた行政データの外部公開が求められて

いる。また、労働人口の減少にともない、ICT１９を活用し

業務の生産性をこれまで以上に向上していく必要がある。

このような状況を踏まえ、熊本市でも、ICT などを活用し

た誰もが安心して快適に暮らすことができる持続可能なま

ちを実現するため、国の情報政策と整合性を取りながら、

熊本市行政サービス DX アクションプラン２０を進めている。

具体的には、マイナンバー等利用による手続きオンライン

化、キャッシュレス決済、RPA/AI/IoT２１の利活用、オープ

ンデータ化、スマートフォン活用、クラウドサービスの利

用などが挙げられる。特に、行政データのオープンデータ

化を推進するためには、信頼性の高い行政データの外部公

開が不可欠である。 
行政データを外部に安全に公開していくためには、セキ

ュリティ面での対策が必須である。例えば、外部公開され

た行政データがいつの間にか第三者によって書き換えられ

た場合、そのデータだけでなく、公開しているすべての行

政データに対する信頼性が低下し、結果として行政データ
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の利活用が進まなくなる恐れがある。そのため、行政デー

タの改ざんを防止する仕組みの構築が重要である。この仕

組みの構築にブロックチェーン技術を用いることで、様々

な行政データを安全に外部公開し共有できるようになる可

能性がある。データの安全な外部公開が進むことで、市民

の来庁が不要な仕組みや利用価値のある行政データを官民

ともに有効活用するといったことが期待される。 
 

3 ブロックチェーン技術と行政での先行事例 

3.1 ブロックチェーンについて 

ブロックチェーンという言葉自体は日本ブロックチェー

ン協会にて定義２２されているが、より平易な言葉で以下の

ように説明できる。 
 

ブロックチェーンとは、「取引等データの履歴情報

をブロックチェーンネットワークに参加する全員

が相互に分散して保管維持し、参加者がお互い合

意をすることで、そのデータの正当性を保証する

分散型台帳」と言うことができる。また、ブロッ

クチェーンという呼び名は、「様々な取引等の情報

を電子的に記録しながら、そのデータをブロック

として集約、さらに連鎖（チェーン化）して組成

すること」に由来する２３。 
 
 

 

 
 

図2 従来の世界とブロックチェーンの世界の比較 
(出所) 日本オラクル株式会社「Oracle Cloud Platform 

説明資料」より抜粋、筆者一部改変 

 
図 2 で示すとおり、これまでのような中央集権型のシス

テムで行われていた特定機関が信頼性を担保する仕組みで

はなく、個々に同じ台帳（ブロック）を持ち合い、同じデ

ータを共有かつ分散することで信頼性を担保する仕組みで

ある。 
また、表 1 に示す特徴を持つブロックチェーン技術を活

用することで、これまで難しいとされていた価値の移転が

可能となる。一例を挙げると、ビットコインなどの暗号通

貨２４では、この技術が活用され、通貨が安全な形で公開さ

れ運用されている。 
 

表1 ブロックチェーンの特徴 

 

 

 

 

 

 

(出所) 日本オラクル株式会社「Oracle Cloud Platform 

説明資料」より抜粋、筆者一部改変 

 
このブロックチェーンという技術に着目した理由として、

改ざん対策に関するセキュリティ面の強化が挙げられる。

ここでは情報の完全性２５、つまりデータが誰にも改ざんさ

れていないことを示すデータの真正性という点に着目した。

ブロックチェーンは表 1 に述べたような特徴を持つため、

ブロックチェーン技術を用いることでデータの信頼性や透

明性を確保できる基盤となる可能性がある。前章にて述べ

た国や市の情報政策を実現するためには、様々な行政デー

タを安全に外部公開する必要がある。それらの公開データ

の信頼性が高ければ、市民や民間事業者にとって有益なデ

ータとして二次利用する価値が高まる。これらを実現する

ための手段として、ブロックチェーン技術の有用性は高い

と考えられる。 
 
3.2 先行事例の整理 

3.2.1 イギリス国立公文書館 

イギリスでは Archangel プロジェクト２６を通じてイギリ

ス国立公文書館の公文書管理においてブロックチェーン技

術が利用されている。 

イギリス国立公文書館に保管されている過去の様々な公

文書データ（音声や画像等）が、ファイル形式のサポート

などの問題で将来的に再生不可能となった場合、再生する

ために新しいファイル形式へ変換する必要が生じる。その

際、ファイル形式の変換にともないファイル内容の改変が

行われていないことを証明できなければ、過去の公文書デ

ータそのものが改変されてしまっている可能性がある。そ

れらの問題を解決するためにブロックチェーン技術が用い

られている。公文書データの改変を防ぐ仕組みは、オリジ

信頼性・透明性のあるデータ共有
・全員が信頼性のある同一の情報を共有
・データ共有、突き合わせの手間暇が削減
・データが専有されないので、関係者が参加しやすい

改ざんの防止
・高い耐改ざん性（改ざん検知性）、データ不可逆性
・一度登録されると、削除、変更できないレコード
・内部不正も検知可能

堅牢性、耐障害性の向上
・分散され、セキュリティ的な急所のないシステム
・システム全体としての耐障害性の確保が容易

ブロックチェーン特有の課題
・情報の不必要な公開
・処理に時間がかかる
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ナルファイルそのものではなく、そのファイルのハッシュ

値２７をブロックチェーンに登録することで、ファイルその

ものに改ざんがないことを証明している。詳細は図 3 のと

おりである２８。 
 

 
図3 Simplified diagram of the ARCHANGEL project 

proposed process 
（出所）”Blockchain’s potential role in the future of archiving”, 

Open Data Institute 

 
長期間保存されたファイルのフォーマット（ファイル形

式）が時代とともに変更されたとしても、ファイルそのも

のに改変がないかどうかをオリジナルファイルのハッシュ

値とフォーマット変更後ファイルから生成したハッシュ値

を比較することで証明する。この際、オリジナルファイル

のハッシュ値をブロックチェーン上に登録しておくことで、

ハッシュ値自体に改ざんができない仕組みとなっている。 
この仕組みを利用することで、現在保存されているファ

イルが初めに登録したファイルと同一であることを示すこ

とが可能となるだけではなく、公文書の書き換えを監視す

ることにもなる。 
 
3.2.2 大分県竹田市 

大分県竹田市とインフォテリア株式会社が平成30（2018）
年7月5日から8月3日において、文書の改ざん検知を目

的とした検証で、電子文書等を対象にブロックチェーン技

術を用いた共同実験２９を実施した。 
実験の流れとしては、以下のとおりである。 
1．文書を文書保存サーバーへアップロード 
2．対象文書のハッシュ値をブロックチェーンに登録 

3．保存された文書を無作為に改ざん 
4．文書交付前の最終審査時にハッシュ値を比較 
5．審査（改ざん有無）結果を確認 
竹田市企画情報課担当者によると「今回の実験は何らか

のソリューション導入を前提としたものではなく、行政の

効率化やコスト削減を目的とし、将来的にペーパレス、ソ

フトウェアロボット等の検討を行う事になった際、数ある

検討事項の中から、電子化された文書の正当性を担保でき

るのか、できるとすればどのような技術でするのかについ

て、判断材料を持っておくための実験であった」とのこと。 
この竹田市の検証では、文書が改ざんされた場合の改ざ

んを検知する検証であり、どのような書き換えが行われた

か（例えば、改ざんと正常更新との区別）を検知する目的

での検証ではない。あくまで、文書保存サーバー上に登録

されている対象文書を無作為に書き換え、その書き換えら

れた（改ざんされた）文書から生成するハッシュ値と初め

に登録したブロックチェーン上のハッシュ値が異なること

で改ざんを検知できる仕組みである。これは先に挙げたイ

ギリスでの事例と同様の仕組みである。 
上記の先行事例では、オリジナルデータの初期登録時に

ブロックチェーン上に登録したハッシュ値と現在サーバー

上にあるデータから生成したハッシュ値を比較することで、

改ざん検知の有効性を検証することが主な目的である。ま

た、本検証では、強制的かつ無作為にデータを書き換えた

状態でテストを実施している。 
この段階では、利用者視点でのサービスを考慮したブロ

ックチェーン技術の活用という観点ではなく、ブロックチ

ェーン技術の特徴の確認およびこの技術要素が将来活用可

能かどうかを主眼においた検証であると考えられる。 
 

4 情報公開窓口での行政手続オンライン化 

行政手続きのオンライン化の一事例として情報公開窓口

での利用シーンを想定し、現状の課題を WEB アプリケー

ション技術とブロックチェーン技術を組み合わせたクラウ

ド環境にてどのように解決できるのかを検証した。 
 
4.1 情報公開窓口における現状と課題 

今回の検証では情報公開窓口での手続き業務を想定して

検証をおこなった。その選定理由としては、以下の 3 点で

ある。まず、情報公開請求がなされ開示可能と判断された

文書は、原則誰にでも公開してよい文書であること。また、
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申請時に市民から添付文書等の収集が不要なため、窓口手

続きの中でもシンプルな形で完結できる手続きの一つであ

ること。最後に、多くのリソース（提供するための元情報）

は既にデータ化されておりかつ頻繁な更新が必要ないデー

タであること。これらの理由から情報公開窓口における手

続きを検証対象とした。 
 
4.1.1 検証に至る過程と検証対象および方法 

次に、熊本市の情報公開窓口での手続きにおける現状に

ついて調査すると、以下の課題が明らかになった。 
・市民の文書開示請求や任意での情報提供３０閲覧には来庁

が原則 
・開示請求や結果提供には紙やCD-R等のメディア媒体が

利用されている 
・原則公開してよい情報に対して誰もが簡単にアクセスで

きない 
・情報公開窓口職員と所管課３１職員とのやり取りが非効率 
・同一の開示請求に対しても、その都度同様の手順が発生

する 
・一度公開したデータのその後のデータ利活用について行

政側で把握できていない 
・行政から取得したデータを市民が二次利用する際、その

正しさを証明する方法がない 
 
これらの課題解決のため、ブロックチェーン技術を用いた

情報公開窓口における手続きオンライン化システムを構

築・検証し、以下の点を明らかにすることを目的とした。 

①市民サービスの向上 
・市民が来庁しなくても申請および公開文書取得が可能 
・申請から文書公開までの期間の短縮 
・実費負担の軽減 
②行政事務の業務効率化 
・受付から公開までにかかる担当各課での業務量削減 
・公開済みデータの再利用による業務量削減 
③行政データの信頼性 
・市民が行政から取得したデータの正しさをいつでも証

明可能 
・改ざん検知および防止機能によって職員または第三者

による公文書改ざんなどの不正の抑止および防止 
 
4.2 検証 

4.2.1 検証環境 

本検証は、日本オラクル株式会社が提供するインターネッ

ト上のブロックチェーンクラウド環境３２を利用した。図 4
に実証範囲として点線で囲った部分を今回の検証対象とし

た。 
また、今回のブロックチェーンクラウド環境下における

システム構成は以下のとおりである。 
・WEBアプリケーション（市民用と職員用） 
・データベース（文書データ、本サービスに関するデータ

を格納） 
・ブロックチェーン３３（文書データのハッシュ値、文書に

対する処理履歴等を保存） 
 

 

図4 情報公開窓口での申請におけるシステムでの検証範囲とブロックチェーン応用イメージ 
（出所）日本オラクル株式会社「情報公開文書へのブロックチェーン応用実証実験システム説明資料」より抜粋、筆者一部改変 
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ナルファイルそのものではなく、そのファイルのハッシュ

値２７をブロックチェーンに登録することで、ファイルその

ものに改ざんがないことを証明している。詳細は図 3 のと

おりである２８。 
 

 
図3 Simplified diagram of the ARCHANGEL project 

proposed process 
（出所）”Blockchain’s potential role in the future of archiving”, 

Open Data Institute 

 
長期間保存されたファイルのフォーマット（ファイル形

式）が時代とともに変更されたとしても、ファイルそのも

のに改変がないかどうかをオリジナルファイルのハッシュ

値とフォーマット変更後ファイルから生成したハッシュ値

を比較することで証明する。この際、オリジナルファイル

のハッシュ値をブロックチェーン上に登録しておくことで、

ハッシュ値自体に改ざんができない仕組みとなっている。 
この仕組みを利用することで、現在保存されているファ

イルが初めに登録したファイルと同一であることを示すこ

とが可能となるだけではなく、公文書の書き換えを監視す

ることにもなる。 
 
3.2.2 大分県竹田市 

大分県竹田市とインフォテリア株式会社が平成30（2018）
年7月5日から8月3日において、文書の改ざん検知を目

的とした検証で、電子文書等を対象にブロックチェーン技

術を用いた共同実験２９を実施した。 
実験の流れとしては、以下のとおりである。 
1．文書を文書保存サーバーへアップロード 
2．対象文書のハッシュ値をブロックチェーンに登録 

3．保存された文書を無作為に改ざん 
4．文書交付前の最終審査時にハッシュ値を比較 
5．審査（改ざん有無）結果を確認 
竹田市企画情報課担当者によると「今回の実験は何らか

のソリューション導入を前提としたものではなく、行政の

効率化やコスト削減を目的とし、将来的にペーパレス、ソ

フトウェアロボット等の検討を行う事になった際、数ある

検討事項の中から、電子化された文書の正当性を担保でき

るのか、できるとすればどのような技術でするのかについ

て、判断材料を持っておくための実験であった」とのこと。 
この竹田市の検証では、文書が改ざんされた場合の改ざ

んを検知する検証であり、どのような書き換えが行われた

か（例えば、改ざんと正常更新との区別）を検知する目的

での検証ではない。あくまで、文書保存サーバー上に登録

されている対象文書を無作為に書き換え、その書き換えら

れた（改ざんされた）文書から生成するハッシュ値と初め

に登録したブロックチェーン上のハッシュ値が異なること

で改ざんを検知できる仕組みである。これは先に挙げたイ

ギリスでの事例と同様の仕組みである。 
上記の先行事例では、オリジナルデータの初期登録時に

ブロックチェーン上に登録したハッシュ値と現在サーバー

上にあるデータから生成したハッシュ値を比較することで、

改ざん検知の有効性を検証することが主な目的である。ま

た、本検証では、強制的かつ無作為にデータを書き換えた

状態でテストを実施している。 
この段階では、利用者視点でのサービスを考慮したブロ

ックチェーン技術の活用という観点ではなく、ブロックチ

ェーン技術の特徴の確認およびこの技術要素が将来活用可

能かどうかを主眼においた検証であると考えられる。 
 

4 情報公開窓口での行政手続オンライン化 

行政手続きのオンライン化の一事例として情報公開窓口

での利用シーンを想定し、現状の課題を WEB アプリケー

ション技術とブロックチェーン技術を組み合わせたクラウ

ド環境にてどのように解決できるのかを検証した。 
 
4.1 情報公開窓口における現状と課題 

今回の検証では情報公開窓口での手続き業務を想定して

検証をおこなった。その選定理由としては、以下の 3 点で

ある。まず、情報公開請求がなされ開示可能と判断された

文書は、原則誰にでも公開してよい文書であること。また、
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申請時に市民から添付文書等の収集が不要なため、窓口手

続きの中でもシンプルな形で完結できる手続きの一つであ

ること。最後に、多くのリソース（提供するための元情報）

は既にデータ化されておりかつ頻繁な更新が必要ないデー

タであること。これらの理由から情報公開窓口における手

続きを検証対象とした。 
 
4.1.1 検証に至る過程と検証対象および方法 

次に、熊本市の情報公開窓口での手続きにおける現状に

ついて調査すると、以下の課題が明らかになった。 
・市民の文書開示請求や任意での情報提供３０閲覧には来庁

が原則 
・開示請求や結果提供には紙やCD-R等のメディア媒体が

利用されている 
・原則公開してよい情報に対して誰もが簡単にアクセスで

きない 
・情報公開窓口職員と所管課３１職員とのやり取りが非効率 
・同一の開示請求に対しても、その都度同様の手順が発生

する 
・一度公開したデータのその後のデータ利活用について行

政側で把握できていない 
・行政から取得したデータを市民が二次利用する際、その

正しさを証明する方法がない 
 
これらの課題解決のため、ブロックチェーン技術を用いた

情報公開窓口における手続きオンライン化システムを構

築・検証し、以下の点を明らかにすることを目的とした。 

①市民サービスの向上 
・市民が来庁しなくても申請および公開文書取得が可能 
・申請から文書公開までの期間の短縮 
・実費負担の軽減 
②行政事務の業務効率化 
・受付から公開までにかかる担当各課での業務量削減 
・公開済みデータの再利用による業務量削減 
③行政データの信頼性 
・市民が行政から取得したデータの正しさをいつでも証

明可能 
・改ざん検知および防止機能によって職員または第三者

による公文書改ざんなどの不正の抑止および防止 
 
4.2 検証 

4.2.1 検証環境 

本検証は、日本オラクル株式会社が提供するインターネッ

ト上のブロックチェーンクラウド環境３２を利用した。図 4
に実証範囲として点線で囲った部分を今回の検証対象とし

た。 
また、今回のブロックチェーンクラウド環境下における

システム構成は以下のとおりである。 
・WEBアプリケーション（市民用と職員用） 
・データベース（文書データ、本サービスに関するデータ

を格納） 
・ブロックチェーン３３（文書データのハッシュ値、文書に

対する処理履歴等を保存） 
 

 

図4 情報公開窓口での申請におけるシステムでの検証範囲とブロックチェーン応用イメージ 
（出所）日本オラクル株式会社「情報公開文書へのブロックチェーン応用実証実験システム説明資料」より抜粋、筆者一部改変 
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令和 2（2020）年3 月から5 月にかけて日本オラクル株

式会社開発担当者と仕様変更含め協議・開発・改修等を実

施した。その後、同システムにて約 1 か月間、実運用を想

定した形で市民側 WEB アプリケーションおよび職員側

WEBアプリケーションを操作し、市民サービスの向上、行

政事務の業務効率化、行政データの信頼性の観点から効果

を検証した。 
ここでは、以下二点について検証結果を整理する。 
(1) 市民サービスの向上、行政事務の業務効率化 
情報公開窓口で手続きを実施するために必要な業務を洗

い出し、各業務について本システムが利用された場合、市

民側および職員側にてどのくらいの時間が削減されるのか

を年間申請件数等を利用して算出した結果を示す。 
(2) 行政データの信頼性 
図 4 の点線の範囲で示した文書登録から文書更新までの

各処理において、ブロックチェーンに登録される情報がど

のように行政データの信頼性を高めているかを説明する。

また、改ざんに関する内部不正や外部不正３４に関して、パ

ターン別に検証結果を示す。 
 
4.3 結果 

4.3.1 市民サービスの向上および行政事務の業務効

率化における時間削減効果 

情報公開窓口での手続きにおける申請および閲覧にかか

る移動から二次利用までを表 2 のように分類し、それぞれ

の項目においてオンライン化前後の手続きの流れと時間削

減効果を調査した。 

①申請および閲覧時の移動 
文書等開示請求は、市役所への来庁が原則であるため、従

来は来庁してから申請を行う流れであった。しかし、オン

ライン化すれば自宅などからインターネットクラウド環境

にあるシステムにて申請ができるため、申請に必要な移動

時間が削減される。さらに、任意での情報提供閲覧の場合

も、オンライン化すれば文書等開示請求同様に閲覧するた

めに必要な移動時間が削減される。これらの結果、市民の

申請および閲覧にかかる移動時間の年間削減時間は 2,699
時間となる。この時間は、年間の申請および閲覧件数３５が

2,415 件、来庁者数３６が 2,125 件、移動に要する時間３７が

1.27時間かかることから算出した。 
 
②申請 
情報公開窓口にて情報開示請求等の申請書に記入が必要

であったが、オンライン化すれば自宅のパソコンやスマー

トフォンを利用して、インターネット上のサービスから申

請が可能となる。今回の検証では、申請に関する業務はシ

ステム化対象範囲外であったため、時間削減の効果測定が

不可能であった。そこで、本検証では窓口での申請時間と

同等の時間がかかるものと仮定し、オンライン化しても時

間削減の効果は見込めないものとする。 
 
③受付 
情報公開窓口職員が申請された内容に沿って依頼内容を

対象の所管課に伝える。オンライン化すればシステム上で

の申請と同時に担当の所管課へ情報が伝達される。そのた

表2 情報公開窓口での手続きの流れの比較および効果 

 

手続きの流れ
（オンライン化前）

手続きの流れ
（オンライン化後）

手続きの概要
オンライン化による
削減時間（時）

1 申請および閲覧時の移動 - 自宅⇔市役所の移動 2,699

2 申請 申請 申請手続き -

3 受付 - 手続き受理と担当の所管課へ連絡 97

4 文書の調査・作成 文書の調査・作成 文書の特定と開示不開示情報の決定 -

5 開示文書の決定・作製 - 開示文書の決定と提供文書の作製 291

6 提供 - 文書の提供と現金授受 89

7 受取時の移動 - 自宅⇔市役所の移動 1,368

8 受取 受取 文書の受取 -

9 二次利用 二次利用 第三者への提供など -
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め、窓口での受付自体が不要となる。その結果、情報公開

窓口職員の受付にかかる年間削減時間は97時間となる。こ

の時間は、年間の処理件数が 1,165 件、一件あたりの処理

時間３８が0.083時間かかることから算出した。 
 
④文書の調査・作成 
この作業はオンライン化前後で変更はなく、所管課にて

開示請求文書の開示または不開示について調査し、その結

果が公開可能であれば公開文書として作成する。  
ただし、別の市民から同一内容の申請があった場合、オ

ンライン化後は一度でも申請があった文書は既にシステム

上にデータが存在するため、これまで必要であった再申請

作業の職員負担が軽減される。しかしながら、本検証にお

いては削減時間の算出が難しいため、ここでの時間削減効

果は見込めないものと仮定する。 
 
⑤開示文書の決定・作製 
所管課にて作成された公開可能な文書が決裁され決定通

知書が作成される。その後、申請者に文書を提供するため

に、提供用の紙や CD-R メディア等を作製する。この作業

がオンライン化すれば、システム上での承認が完了した時

点で、文書がインターネット上で公開され、かつ市民がイ

ンターネット上のシステムから文書データを取得できるよ

うになるため、本作業は不要となる。開示文書の決定およ

び作成にかかる年間削減時間は 291 時間となる。この時間

は、年間の処理件数が1,165件、一件あたりの処理時間３９が

0.25時間かかることから算出した。 
 
⑥提供 
情報公開窓口職員は、開示文書が入ったメディア等を所

管課から受け取り、市民へ提供する。この作業もオンライ

ン化すれば既にインターネット上に公開されているため、

提供自体が不要となる。またこの時、文書情報に対する費

用ではなく紙やメディアに対する費用を市民から徴収する

が、オンライン化後、市民は紙やメディア媒体の費用負担

もなくなる４０。提供にかかる情報公開窓口職員の処理時間

の年間削減時間は89時間となる。この時間は、年間の処理

件数４１が 1,077 件、一件あたりの処理時間４２が 0.083 時間

かかることから算出した。 
 
 

⑦受取時の移動 
公開文書を受け取るために、市民が市役所まで来庁し開

示文書等を受け取り帰宅するまで、自宅と市役所間の移動

が必要になる。オンライン化すれば、この移動自体が不要

となる。市民の文書等受取に関する移動時間の年間削減時

間は1,368時間となる。この時間は、年間の来庁者数が1,077
件、移動に要する時間が1.27時間かかることから算出した。 
 
⑧受取 
市民は来庁し、情報公開窓口にて職員から開示依頼文書

が入った紙やメディア等を受け取る。オンライン化後は、

インターネット上に公開された文書をダウンロードするこ

ととなる。窓口での受け取りにかかる時間とインターネッ

ト上に公開されている文書のダウンロード時間が同程度か

かるものと仮定し、オンライン化しても時間削減の効果は

見込めないものとする。 
 
⑨二次利用 
申請者本人または申請者から文書の提供を受けた第三者

が公開文書を二次利用する場合を想定している。現状では、

第三者に提供する場合、申請者から第三者への文書の提供

（郵送や手渡しやメール添付等）が必要となる。また、取

得した文書を紛失した場合は、再度受け取るために申請が

必要な場合もある。一方、オンライン化すれば、申請者に

限らず第三者もインターネット上から文書の取得が可能と

なる４３。 
オンライン化すればおそらく時間削減効果は見込めるが、

ここでは二次利用に関する様々な所要時間を想定すること

が不可能なため、時間削減効果の算出対象から外すことと

する。 
 
⑩まとめ 
上記結果より、市民および職員の年間合計削減時間は約

4,544時間となる。内訳としては、市民における年間削減時

間が 4,067 時間で、職員における年間削減時間が 477 時間

となる。ただし、職員における削減時間は、全ての項目で

最短所要時間として計算しているため、実際の削減効果は

477時間より大きくなることが予想される。 
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令和 2（2020）年3 月から5 月にかけて日本オラクル株

式会社開発担当者と仕様変更含め協議・開発・改修等を実

施した。その後、同システムにて約 1 か月間、実運用を想

定した形で市民側 WEB アプリケーションおよび職員側

WEBアプリケーションを操作し、市民サービスの向上、行

政事務の業務効率化、行政データの信頼性の観点から効果

を検証した。 
ここでは、以下二点について検証結果を整理する。 
(1) 市民サービスの向上、行政事務の業務効率化 
情報公開窓口で手続きを実施するために必要な業務を洗

い出し、各業務について本システムが利用された場合、市

民側および職員側にてどのくらいの時間が削減されるのか

を年間申請件数等を利用して算出した結果を示す。 
(2) 行政データの信頼性 
図 4 の点線の範囲で示した文書登録から文書更新までの

各処理において、ブロックチェーンに登録される情報がど

のように行政データの信頼性を高めているかを説明する。

また、改ざんに関する内部不正や外部不正３４に関して、パ

ターン別に検証結果を示す。 
 
4.3 結果 

4.3.1 市民サービスの向上および行政事務の業務効

率化における時間削減効果 

情報公開窓口での手続きにおける申請および閲覧にかか

る移動から二次利用までを表 2 のように分類し、それぞれ

の項目においてオンライン化前後の手続きの流れと時間削

減効果を調査した。 

①申請および閲覧時の移動 
文書等開示請求は、市役所への来庁が原則であるため、従

来は来庁してから申請を行う流れであった。しかし、オン

ライン化すれば自宅などからインターネットクラウド環境

にあるシステムにて申請ができるため、申請に必要な移動

時間が削減される。さらに、任意での情報提供閲覧の場合

も、オンライン化すれば文書等開示請求同様に閲覧するた

めに必要な移動時間が削減される。これらの結果、市民の

申請および閲覧にかかる移動時間の年間削減時間は 2,699
時間となる。この時間は、年間の申請および閲覧件数３５が

2,415 件、来庁者数３６が 2,125 件、移動に要する時間３７が

1.27時間かかることから算出した。 
 
②申請 
情報公開窓口にて情報開示請求等の申請書に記入が必要

であったが、オンライン化すれば自宅のパソコンやスマー

トフォンを利用して、インターネット上のサービスから申

請が可能となる。今回の検証では、申請に関する業務はシ

ステム化対象範囲外であったため、時間削減の効果測定が

不可能であった。そこで、本検証では窓口での申請時間と

同等の時間がかかるものと仮定し、オンライン化しても時

間削減の効果は見込めないものとする。 
 
③受付 
情報公開窓口職員が申請された内容に沿って依頼内容を

対象の所管課に伝える。オンライン化すればシステム上で

の申請と同時に担当の所管課へ情報が伝達される。そのた

表2 情報公開窓口での手続きの流れの比較および効果 

 

手続きの流れ
（オンライン化前）

手続きの流れ
（オンライン化後）

手続きの概要
オンライン化による
削減時間（時）

1 申請および閲覧時の移動 - 自宅⇔市役所の移動 2,699

2 申請 申請 申請手続き -

3 受付 - 手続き受理と担当の所管課へ連絡 97

4 文書の調査・作成 文書の調査・作成 文書の特定と開示不開示情報の決定 -

5 開示文書の決定・作製 - 開示文書の決定と提供文書の作製 291

6 提供 - 文書の提供と現金授受 89

7 受取時の移動 - 自宅⇔市役所の移動 1,368

8 受取 受取 文書の受取 -

9 二次利用 二次利用 第三者への提供など -
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め、窓口での受付自体が不要となる。その結果、情報公開

窓口職員の受付にかかる年間削減時間は97時間となる。こ

の時間は、年間の処理件数が 1,165 件、一件あたりの処理

時間３８が0.083時間かかることから算出した。 
 
④文書の調査・作成 
この作業はオンライン化前後で変更はなく、所管課にて

開示請求文書の開示または不開示について調査し、その結

果が公開可能であれば公開文書として作成する。  
ただし、別の市民から同一内容の申請があった場合、オ

ンライン化後は一度でも申請があった文書は既にシステム

上にデータが存在するため、これまで必要であった再申請

作業の職員負担が軽減される。しかしながら、本検証にお

いては削減時間の算出が難しいため、ここでの時間削減効

果は見込めないものと仮定する。 
 
⑤開示文書の決定・作製 
所管課にて作成された公開可能な文書が決裁され決定通

知書が作成される。その後、申請者に文書を提供するため

に、提供用の紙や CD-R メディア等を作製する。この作業

がオンライン化すれば、システム上での承認が完了した時

点で、文書がインターネット上で公開され、かつ市民がイ

ンターネット上のシステムから文書データを取得できるよ

うになるため、本作業は不要となる。開示文書の決定およ

び作成にかかる年間削減時間は 291 時間となる。この時間

は、年間の処理件数が1,165件、一件あたりの処理時間３９が

0.25時間かかることから算出した。 
 
⑥提供 
情報公開窓口職員は、開示文書が入ったメディア等を所

管課から受け取り、市民へ提供する。この作業もオンライ

ン化すれば既にインターネット上に公開されているため、

提供自体が不要となる。またこの時、文書情報に対する費

用ではなく紙やメディアに対する費用を市民から徴収する

が、オンライン化後、市民は紙やメディア媒体の費用負担

もなくなる４０。提供にかかる情報公開窓口職員の処理時間

の年間削減時間は89時間となる。この時間は、年間の処理

件数４１が 1,077 件、一件あたりの処理時間４２が 0.083 時間

かかることから算出した。 
 
 

⑦受取時の移動 
公開文書を受け取るために、市民が市役所まで来庁し開

示文書等を受け取り帰宅するまで、自宅と市役所間の移動

が必要になる。オンライン化すれば、この移動自体が不要

となる。市民の文書等受取に関する移動時間の年間削減時

間は1,368時間となる。この時間は、年間の来庁者数が1,077
件、移動に要する時間が1.27時間かかることから算出した。 
 
⑧受取 
市民は来庁し、情報公開窓口にて職員から開示依頼文書

が入った紙やメディア等を受け取る。オンライン化後は、

インターネット上に公開された文書をダウンロードするこ

ととなる。窓口での受け取りにかかる時間とインターネッ

ト上に公開されている文書のダウンロード時間が同程度か

かるものと仮定し、オンライン化しても時間削減の効果は

見込めないものとする。 
 
⑨二次利用 
申請者本人または申請者から文書の提供を受けた第三者

が公開文書を二次利用する場合を想定している。現状では、

第三者に提供する場合、申請者から第三者への文書の提供

（郵送や手渡しやメール添付等）が必要となる。また、取

得した文書を紛失した場合は、再度受け取るために申請が

必要な場合もある。一方、オンライン化すれば、申請者に

限らず第三者もインターネット上から文書の取得が可能と

なる４３。 
オンライン化すればおそらく時間削減効果は見込めるが、

ここでは二次利用に関する様々な所要時間を想定すること

が不可能なため、時間削減効果の算出対象から外すことと

する。 
 
⑩まとめ 
上記結果より、市民および職員の年間合計削減時間は約

4,544時間となる。内訳としては、市民における年間削減時

間が 4,067 時間で、職員における年間削減時間が 477 時間

となる。ただし、職員における削減時間は、全ての項目で

最短所要時間として計算しているため、実際の削減効果は

477時間より大きくなることが予想される。 
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4.3.2 ブロックチェーン登録情報からみるデータの

信頼性 

文書の登録・公開・更新等の処理時、ブロックチェーン

上に情報を登録することで実施者情報や文書情報の信頼性

を高めている。表 3 は、各カテゴリーにおける処理の際、

ブロックチェーン上に登録される情報である。以下におい

て、登録されている情報やどのような効果が得られるかな

どについてカテゴリー別に説明する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①文書登録 
所管課担当職員が開示可能な文書を職員用 WEB アプリ

ケーションにて登録すると、文書データ等がデータベース

に登録されると同時に、表 3 の文書登録カテゴリーに示す

文書のハッシュ値などの情報がブロックチェーンにも登録

される。ブロックチェーン上に登録された情報は削除や更

新ができないため、案件４４ID/文書 ID/文書のハッシュ値を

登録することで文書の真正性を担保し、登録日時/登録者名/
操作履歴を登録することで文書登録した職員の業務の透明

性を担保することとなる。 

なお、本検証環境下においては、氏名（登録者名、処理

者名）をそのままブロックチェーン上に登録したが、個人

情報のままブロックチェーン上に登録することは本来望ま

しくないため、実運用では、個人情報に事前処理を施した

上で個人を特定できる形にし、その情報を登録する想定で

ある。 
 
②文書承認 
文書登録者によって登録された文書は、上位者が職員用

WEBアプリケーションにてログインすると、承認依頼文書

の一覧として表示される。上位承認者が文書を承認すれば、

その時点で市民に対象文書が公開され、否認すれば文書は

公開されない。 
上位者が実施したこれらの承認や否認の処理時、表 3 の

文書承認カテゴリーに示す処理者名などの情報がブロック

チェーン上に登録されるため、いつだれがどのような決定

を下したかの履歴が残る。それらの情報は書き換えができ

ないため、結果として上位者の改ざんなどの不正抑止につ

ながる。 
 
③文書取得と閲覧 
市民は公開された文書を市民用 WEB アプリケーション

からダウンロードすることで、依頼していた文書の閲覧が

可能となる。その際、表 3 の文書取得カテゴリーに示す操

作履歴などの情報がブロックチェーン上に登録される。そ

の結果、書き換えのできない閲覧（ダウンロード）履歴が

保存されるため、公開文書へのアクセスの透明性を担保す

ることができる。 
 
④文書照合（文書の真正性確認） 
市民（申請者または第三者）は、手元にある文書の真正

性をインターネット上の市民用 WEB アプリケーションか

らいつでも確認することができる。また、職員も現在シス

テム上に保存されている文書（本人または同僚が登録した

文書）が、内部不正や外部不正によって改ざんされていな

いかを職員用 WEB アプリケーションから確認することが

できる。さらに、文書照合時には表 3 の文書照合カテゴリ

ーに示す操作履歴などの情報がブロックチェーン上に登録

される。その結果、いつだれがどの文書の真正性を確認し

たのかという点についても書き換えができない履歴として

残るため、文書照合時の操作における透明性も高まる。 

表3 各処理時にブロックチェーンへ登録される情報 

 カテゴリー 処理 ブロックチェーンに登録される情報
案件ID
文書ID
文書のハッシュ値
登録日時
登録者名
操作履歴（登録）
文書状態
処理日時
処理者名
操作履歴（公開）
文書状態
処理日時
処理者名
操作履歴（否認）
処理日時
処理者名
操作履歴（ダウンロード）
処理日時
処理者名
操作履歴（取得済み文書の真正性確認）
処理日時
処理者名
操作履歴（サーバー上文書の真正性確認）
処理日時
処理者名
操作履歴（非公開）
文書ID
文書のハッシュ値
登録日時
登録者名
操作履歴（登録）
処理日時
処理者名
操作履歴（取得済み文書の真正性確認）
処理日時
処理者名
操作履歴（サーバー上文書の真正性確認）

文書更新後
の文書照合

非公開済み文書の真正性確認
（市⺠）

非公開済み文書の真正性確認
（職員）

文書照合

照合（市⺠）

照合（職員）

文書更新

公開済み文書の非公開

更新（新規登録）

文書登録 文書情報の登録

文書承認

承認（公開）

否認

文書取得 ダウンロード
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⑤文書更新 
一度登録された文書は真正性の観点から文書更新できな

い仕様のため、文書内容の修正が必要な場合は、公開済文

書を非公開状態とし、新たに新規文書として登録し直す必

要がある。この場合、登録後非公開にしたすべての文書は、

非公開状態ではあるが文書自体は存在するため、職員は過

去に登録した文書と今回更新（つまり新規登録）した文書

の内容比較が可能である（文書が版管理されている状態と

なる）。一方、一度非公開となった文書は市民側から参照や

取得はできない状態となる（最新の文書のみ取得可能とな

る）。このような文書更新に関する操作（文書の非公開・新

規登録等）時において、表 3 の文書更新カテゴリーに示す

操作履歴などの情報がブロックチェーン上に登録されるた

め、文書更新に対する操作の透明性を高め、改ざんの抑止

につながる。 
 
⑥文書更新後の文書照合（文書の真正性確認） 
市民に対する透明性の観点から、一度でも登録公開した

文書情報はブロックチェーン上から削除されないため、た

とえ文書が更新されていたとしても、市民は過去にダウン

ロードした文書の真正性をインターネット上から市民用

WEB アプリケーションを通じていつでも確認することが

できる。つまり、今市民の手元にある文書（過去に行政に

て公開されたが現在は非公開状態の文書）が、過去に一度

でも行政にて公開された文書であることを第三者に証明す

ることができる。このような文書照合に関する操作（真正

性の確認）は、表 3 の文書更新後の文書照合カテゴリーに

示す操作履歴などの情報としてブロックチェーン上に登録

され、文書照合に関する透明性をさらに高めることになる。 

4.3.3 行政データの改ざんおよび不正の検証 

昨今問題となっている行政内部における文書改ざんにお

いて、ブロックチェーンはデータの改ざん抑止と防止の点

で特に有用性を発揮する。ここでは、本環境下における内

部不正および外部不正に関して、パターン別に検証した結

果を表4に示した。 
不正実施者に関しては、内部不正の実施者として個人（文

書登録者・承認者・その他職員）と組織、外部不正の実施

者として第三者の３つに分類した。不正パターンに関して

は、システム内のデータ改ざんを WEB アプリケーション

経由でおこなう正常処理と WEB アプリケーション以外か

らファイルを直接書き換えるなどの不正処理、既に公開後

のデータを第三者提供する際に改ざんするなどダウンロー

ド後の改ざんの3つに分類した。 
表 4 より、本環境下では初めから組織ぐるみで不正を実

施する場合を除き、何らかの改ざん防止または抑止効果が

あることが分かる。以下に表4の検証結果を説明する。 
行政文書の内部不正に関して、まず個人による不正と組

織による不正に分類し、分類したそれぞれにどのようなパ

ターンの不正が起こりえるかを想定して検証した。個人に

おける文書登録者の不正は、承認者のチェック機能により

防止が可能である。承認者の不正においては、各種操作履

歴がブロックチェーン上に登録されるため、防止は難しい

が検知は可能である。操作履歴を改ざんできないことが、

承認者の改ざんに対する抑止効果を高める。 
次に組織における不正に関しては、初期登録時の不正で

は初めから組織ぐるみで不正を実行する意図があるため、

組織外の人間が発見しない限り本システムでは防ぎようが

ない。つまり、全く別の観点からの監視などが必要となる。

表4 内部不正および外部不正に関する検証結果 

 
※1：承認者の否認により防ぐ 

※2：改ざん自体は防げないが、ブロックチェーンの操作履歴から改ざん者を特定でき検知も可能 

※3：アカウントの乗っ取りなどが考えられる。本ブロックチェーン検証下では対象外 

※4：改ざん自体は防げないが、改ざん検知は可能 

※5：WEBアプリケーション経由でない限り初期登録はできないため対象外 

※6：改ざんされた不正文書であることを確認できる 

外部
-

登録者 承認者 その他職員 初期登録時 更新時 第三者
正常処理

（WEBアプリケーション経由）
○（※１） △（※２） - × △（※２） -（※３)

不正処理
（WEBアプリケーション以外）

△（※４） △（※４） △（※４） -（※５) △（※４） △（※４）

公開済データ ダウンロード後の改ざん - - - - - ○（※６）

不正パターン
内部データ

不正実施者
内部

個人 組織
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4.3.2 ブロックチェーン登録情報からみるデータの

信頼性 

文書の登録・公開・更新等の処理時、ブロックチェーン

上に情報を登録することで実施者情報や文書情報の信頼性

を高めている。表 3 は、各カテゴリーにおける処理の際、

ブロックチェーン上に登録される情報である。以下におい

て、登録されている情報やどのような効果が得られるかな

どについてカテゴリー別に説明する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①文書登録 
所管課担当職員が開示可能な文書を職員用 WEB アプリ

ケーションにて登録すると、文書データ等がデータベース

に登録されると同時に、表 3 の文書登録カテゴリーに示す

文書のハッシュ値などの情報がブロックチェーンにも登録

される。ブロックチェーン上に登録された情報は削除や更

新ができないため、案件４４ID/文書 ID/文書のハッシュ値を

登録することで文書の真正性を担保し、登録日時/登録者名/
操作履歴を登録することで文書登録した職員の業務の透明

性を担保することとなる。 

なお、本検証環境下においては、氏名（登録者名、処理

者名）をそのままブロックチェーン上に登録したが、個人

情報のままブロックチェーン上に登録することは本来望ま

しくないため、実運用では、個人情報に事前処理を施した

上で個人を特定できる形にし、その情報を登録する想定で

ある。 
 
②文書承認 
文書登録者によって登録された文書は、上位者が職員用

WEBアプリケーションにてログインすると、承認依頼文書

の一覧として表示される。上位承認者が文書を承認すれば、

その時点で市民に対象文書が公開され、否認すれば文書は

公開されない。 
上位者が実施したこれらの承認や否認の処理時、表 3 の

文書承認カテゴリーに示す処理者名などの情報がブロック

チェーン上に登録されるため、いつだれがどのような決定

を下したかの履歴が残る。それらの情報は書き換えができ

ないため、結果として上位者の改ざんなどの不正抑止につ

ながる。 
 
③文書取得と閲覧 
市民は公開された文書を市民用 WEB アプリケーション

からダウンロードすることで、依頼していた文書の閲覧が

可能となる。その際、表 3 の文書取得カテゴリーに示す操

作履歴などの情報がブロックチェーン上に登録される。そ

の結果、書き換えのできない閲覧（ダウンロード）履歴が

保存されるため、公開文書へのアクセスの透明性を担保す

ることができる。 
 
④文書照合（文書の真正性確認） 
市民（申請者または第三者）は、手元にある文書の真正

性をインターネット上の市民用 WEB アプリケーションか

らいつでも確認することができる。また、職員も現在シス

テム上に保存されている文書（本人または同僚が登録した

文書）が、内部不正や外部不正によって改ざんされていな

いかを職員用 WEB アプリケーションから確認することが

できる。さらに、文書照合時には表 3 の文書照合カテゴリ

ーに示す操作履歴などの情報がブロックチェーン上に登録

される。その結果、いつだれがどの文書の真正性を確認し

たのかという点についても書き換えができない履歴として

残るため、文書照合時の操作における透明性も高まる。 

表3 各処理時にブロックチェーンへ登録される情報 

 カテゴリー 処理 ブロックチェーンに登録される情報
案件ID
文書ID
文書のハッシュ値
登録日時
登録者名
操作履歴（登録）
文書状態
処理日時
処理者名
操作履歴（公開）
文書状態
処理日時
処理者名
操作履歴（否認）
処理日時
処理者名
操作履歴（ダウンロード）
処理日時
処理者名
操作履歴（取得済み文書の真正性確認）
処理日時
処理者名
操作履歴（サーバー上文書の真正性確認）
処理日時
処理者名
操作履歴（非公開）
文書ID
文書のハッシュ値
登録日時
登録者名
操作履歴（登録）
処理日時
処理者名
操作履歴（取得済み文書の真正性確認）
処理日時
処理者名
操作履歴（サーバー上文書の真正性確認）

文書更新後
の文書照合

非公開済み文書の真正性確認
（市⺠）

非公開済み文書の真正性確認
（職員）

文書照合

照合（市⺠）

照合（職員）

文書更新

公開済み文書の非公開

更新（新規登録）

文書登録 文書情報の登録

文書承認

承認（公開）

否認

文書取得 ダウンロード
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⑤文書更新 
一度登録された文書は真正性の観点から文書更新できな

い仕様のため、文書内容の修正が必要な場合は、公開済文

書を非公開状態とし、新たに新規文書として登録し直す必

要がある。この場合、登録後非公開にしたすべての文書は、

非公開状態ではあるが文書自体は存在するため、職員は過

去に登録した文書と今回更新（つまり新規登録）した文書

の内容比較が可能である（文書が版管理されている状態と

なる）。一方、一度非公開となった文書は市民側から参照や

取得はできない状態となる（最新の文書のみ取得可能とな

る）。このような文書更新に関する操作（文書の非公開・新

規登録等）時において、表 3 の文書更新カテゴリーに示す

操作履歴などの情報がブロックチェーン上に登録されるた

め、文書更新に対する操作の透明性を高め、改ざんの抑止

につながる。 
 
⑥文書更新後の文書照合（文書の真正性確認） 
市民に対する透明性の観点から、一度でも登録公開した

文書情報はブロックチェーン上から削除されないため、た

とえ文書が更新されていたとしても、市民は過去にダウン

ロードした文書の真正性をインターネット上から市民用

WEB アプリケーションを通じていつでも確認することが

できる。つまり、今市民の手元にある文書（過去に行政に

て公開されたが現在は非公開状態の文書）が、過去に一度

でも行政にて公開された文書であることを第三者に証明す

ることができる。このような文書照合に関する操作（真正

性の確認）は、表 3 の文書更新後の文書照合カテゴリーに

示す操作履歴などの情報としてブロックチェーン上に登録

され、文書照合に関する透明性をさらに高めることになる。 

4.3.3 行政データの改ざんおよび不正の検証 

昨今問題となっている行政内部における文書改ざんにお

いて、ブロックチェーンはデータの改ざん抑止と防止の点

で特に有用性を発揮する。ここでは、本環境下における内

部不正および外部不正に関して、パターン別に検証した結

果を表4に示した。 
不正実施者に関しては、内部不正の実施者として個人（文

書登録者・承認者・その他職員）と組織、外部不正の実施

者として第三者の３つに分類した。不正パターンに関して

は、システム内のデータ改ざんを WEB アプリケーション

経由でおこなう正常処理と WEB アプリケーション以外か

らファイルを直接書き換えるなどの不正処理、既に公開後

のデータを第三者提供する際に改ざんするなどダウンロー

ド後の改ざんの3つに分類した。 
表 4 より、本環境下では初めから組織ぐるみで不正を実

施する場合を除き、何らかの改ざん防止または抑止効果が

あることが分かる。以下に表4の検証結果を説明する。 
行政文書の内部不正に関して、まず個人による不正と組

織による不正に分類し、分類したそれぞれにどのようなパ

ターンの不正が起こりえるかを想定して検証した。個人に

おける文書登録者の不正は、承認者のチェック機能により

防止が可能である。承認者の不正においては、各種操作履

歴がブロックチェーン上に登録されるため、防止は難しい

が検知は可能である。操作履歴を改ざんできないことが、

承認者の改ざんに対する抑止効果を高める。 
次に組織における不正に関しては、初期登録時の不正で

は初めから組織ぐるみで不正を実行する意図があるため、

組織外の人間が発見しない限り本システムでは防ぎようが

ない。つまり、全く別の観点からの監視などが必要となる。

表4 内部不正および外部不正に関する検証結果 

 
※1：承認者の否認により防ぐ 

※2：改ざん自体は防げないが、ブロックチェーンの操作履歴から改ざん者を特定でき検知も可能 

※3：アカウントの乗っ取りなどが考えられる。本ブロックチェーン検証下では対象外 

※4：改ざん自体は防げないが、改ざん検知は可能 

※5：WEBアプリケーション経由でない限り初期登録はできないため対象外 

※6：改ざんされた不正文書であることを確認できる 

外部
-

登録者 承認者 その他職員 初期登録時 更新時 第三者
正常処理

（WEBアプリケーション経由）
○（※１） △（※２） - × △（※２） -（※３)

不正処理
（WEBアプリケーション以外）

△（※４） △（※４） △（※４） -（※５) △（※４） △（※４）

公開済データ ダウンロード後の改ざん - - - - - ○（※６）

不正パターン
内部データ

不正実施者
内部

個人 組織
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一方、更新時における不正に関しては、初期登録された正

しい文書が削除されないことや更新時における操作履歴が

ブロックチェーン上に登録されるため、防止は難しいが検

知は可能である。その結果、組織の改ざんに対する抑止効

果が高まる。 
外部不正に関しては、主に二次利用に関する観点から検

証した。文書を取得した本人が取得後に文書を改ざんし、

第三者に提供する。その文書が正しいかどうかは、インタ

ーネット上の市民用 WEB アプリケーションからいつでも

確認できるため、文書を受け取った第三者は、その場で文

書改ざんの有無を確認することができる。また同様に、文

書提供者が文書を第三者に提供後、その文書を第三者が書

き換えた場合も、ダウンロードした際の文書が正しいこと

を文書提供者自身がインターネット上から市民用 WEB ア

プリケーションを利用して証明することが可能である。 
 
5 成果の考察と今後の課題 

5.1 成果の考察 

5.1.1 市民サービスの向上 

時間削減効果については、申請時の来庁および受取時の

来庁も不要になるため、手続きにかかる市民の負担を大き

く軽減できる。その結果として、申請に関する敷居が下が

り、申請件数の増加および行政データの二次利用が促進さ

れる。さらに、申請から公開までの期間が短縮されること

により、必要な行政データをこれまでより早く取得できる

ため、その点からも民間活動の促進が期待される。また、

これまで公開情報を受け取るために必要であった紙や

CD-R といったメディア媒体の費用がすべて不要となるた

め、市民の実費負担を減らすことができる。また、同一の

開示請求が既に他の市民によって行われていた場合は、再

度の申請が不要となり、既に開示されている文書を取得・

閲覧できる。 
 

5.1.2 行政事務の業務効率化 

時間削減効果については、受付、開示文書の媒体作製、

提供といった情報公開窓口での業務がすべて不要となるた

め、情報公開窓口職員は全く別の業務に専念できる。また、

所管課職員においても、開示不開示に関する調査業務は削

減できないが、情報公開窓口職員とのやり取りや必要のな

い決裁などが不要となるため、業務量削減の効果が見込ま

れる。さらに、同一の開示請求が既に他の市民によって行

われていた場合、公開済みの文書を再利用できるため、公

開に関する同一作業が不要となる。 
 

5.1.3 行政データの信頼性向上 

職員側の視点からみると、行政データを公開するにあた

って、システムに沿った形で文書登録や公開を実施するだ

けで、内部不正および外部不正を抑止または防止できる。

つまり、ブロックチェーンというシステム基盤を利用する

ことで、作業する本人が特に意識することなく不正などか

ら自分自身の身を守ることができる。また、公開データの

信頼性に関しても、ブロックチェーンの持つ特徴や仕組み

を利用したシステムそのものに依存することが可能である。

これらの結果として、行政データの信頼性が高まり、公正

な活動が促進される。さらに、職員は行政データの公開に

あたって、事前に特別な処理を行うことなくデータの安全

性が担保されるため、情報を公開することに対しての敷居

が下がり、より多くの行政データを公開することが可能と

なる。その結果、今後様々な部署が持つ行政データが公開

されることで、より活発な行政データの利活用が期待され

る。 
一方、市民側の視点からみると、インターネットを通じ

ていつでもどこからでも、行政から取得したデータの正し

さを証明できる。その結果、行政データの利活用や第三者

提供などが促進される可能性が高まる。また、民間企業間

でのデータ利活用においても、データの正しさが担保され

るため、民間活動における透明性がより高まることとなる。 
 
5.2 今後の課題 

5.2.1 導入効果 

先の検証から本システムを導入することで年間約 4,544
時間の削減効果が見込まれる。この結果から、行政事務の

業務効率化ならびに生産性向上が期待できる。しかし、こ

のような定量的な評価だけをもとに導入可否を判断すべき

ではない。ブロックチェーン技術は基盤技術であるため、

例えば、改ざん抑止など利用者が意識しない部分にその長

所が表れやすい。そのため、信頼性・透明性のあるデータ

の提供、改ざんの防止といった二次的な効果を含む定性的

な評価も必要となる。 
 
5.2.2 ユーザビリティ４５ 

本検証システムの仕様では、文書更新が必要な場合、新
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規文書として登録し直す必要がある。そのため、文書更新

が頻繁な場合、新規文書登録の増加にともない全体の業務

量が増えてしまう。システム内の文書は、改ざんできない

文書として信頼性は高まるが、職員が文書更新という作業

自体に煩わしさを感じ、結果として文書登録などシステム

全体の利用に慎重になってしまう可能性も否定できない。

これでは、業務効率化や生産性向上に繋がらない。ここで

重要なことは、ブロックチェーン技術を導入する対象業務

を正しく選別することである。ブロックチェーン技術には、

効果が出やすい業務とそうでない業務があるため、単にセ

キュリティ面での向上を期待する側面だけで考えると、う

まくいかない可能性がある。その一方、UX４６や UI４７等を

工夫することでユーザーの実作業量はもとより心理的な負

担を軽減することが可能である。 
 
5.2.3 通知 

今回は検証範囲外であったため実施していないが、実運

用を想定した場合、文書公開と同時に申請者へ何らかの通

知を送る必要がある。また、文書が不開示であった場合や

文書更新が発生した場合も通知が必要となる。一方、情報

公開文書は原則すべての人が閲覧可能という考え方に則り、

申請後は申請者が適宜本サービスにアクセスする形で最新

状況を確認してもらうという運用が考えられるものの、こ

の運用では市民サービスの低下が懸念される。 
 

5.2.4 二次利用 

民間企業や市民がどのような種類の行政データをどのよ

うに活用しているのかを行政自身が収集管理し、それらを

活かせるようにすることが重要である。今回の事例であれ

ば、文書ダウンロード時に文書の二次利用に関するアンケ

ートなどを実施し、そこで得た情報を収集し分析すること

で、民間企業や市民の真のニーズを満たす行政データを積

極的に公開できる可能性がある。 
 

補足 行政事務全般におけるブロックチェーン技術の活用 

これまで情報公開窓口での手続きオンライン化における

ブロックチェーン技術の活用について考察してきたが、最

後に補足としてより広い視点で行政事務全般におけるブロ

ックチェーン技術の活用可能性について述べておくことに

したい。 
 

補足1 行政事務での活用可能性 

これまでの考察から、ブロックチェーンの持つ特徴であ

る真正性、透明性、耐改ざん性等を熊本市の行政事務にて

具体的に活かすことのできる分野について考えてみる。 
 
補足1.1 医療データ 

医療データは医療機関と行政との間で共有すべきデータ

が多数存在する。例えば、乳幼児における出生からの健診

データを行政と医療機関で共有し、これらのデータをブロ

ックチェーン上に登録する。このようなデータ基盤があれ

ば、対象者がどの医療機関を訪問した場合でも、各医療機

関が改ざんされていない医療データをもとに診療方針を決

定することができる。 
ブロックチェーン上に登録すべきデータは、必要に応じ

て各医療機関で書き換えできないデータとして追加される。

また、医療情報は本人の同意なく開示されず、自身の情報

に対して、いつだれがアクセスしたのかという改ざん不可

能な履歴を本人が確認することで透明性を担保する。 
 

補足1.2 住民基本データ 

市役所内で利用されている住民基本データ（氏名、生年

月日、性別、住所等）は、共通基盤というプラットフォー

ムを介して各課が管理するシステムへ情報が送られている。

これらの情報はブロックチェーンを利用することで共有が

可能である。住民記録システムにて登録された住民基本デ

ータをブロックチェーンに登録し、同様のブロックチェー

ンノードを各課のシステム内で作成・共有する。その結果、

これまで問題となっていた情報共有のタイムラグ（各シス

テムへの情報反映に時間がかかる）や情報内容が異なる状

況（共通基盤⇔各システムにおいて、情報の更新や削除が

行われると、正しい情報が各システムに反映しないという

連携仕様ミスなど）がなくなる。さらに、システム間連携

の際に必要な情報連携の仕様を決める必要がなくなるため、

連携に関するコストを削減できる。また、同一のブロック

チェーンノードを各システムで共有しているため、可用性

を高めることもできる。ただし、各システムにおいてブロ

ックチェーンノード内にある住民基本データを参照するた

めの仕様変更が必要になる。 
 

補足1.3 地域通貨 

熊本市が提供するアプリケーション独自のポイントなど
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一方、更新時における不正に関しては、初期登録された正

しい文書が削除されないことや更新時における操作履歴が

ブロックチェーン上に登録されるため、防止は難しいが検

知は可能である。その結果、組織の改ざんに対する抑止効

果が高まる。 
外部不正に関しては、主に二次利用に関する観点から検

証した。文書を取得した本人が取得後に文書を改ざんし、

第三者に提供する。その文書が正しいかどうかは、インタ

ーネット上の市民用 WEB アプリケーションからいつでも

確認できるため、文書を受け取った第三者は、その場で文

書改ざんの有無を確認することができる。また同様に、文

書提供者が文書を第三者に提供後、その文書を第三者が書

き換えた場合も、ダウンロードした際の文書が正しいこと

を文書提供者自身がインターネット上から市民用 WEB ア

プリケーションを利用して証明することが可能である。 
 
5 成果の考察と今後の課題 

5.1 成果の考察 

5.1.1 市民サービスの向上 

時間削減効果については、申請時の来庁および受取時の

来庁も不要になるため、手続きにかかる市民の負担を大き

く軽減できる。その結果として、申請に関する敷居が下が

り、申請件数の増加および行政データの二次利用が促進さ

れる。さらに、申請から公開までの期間が短縮されること

により、必要な行政データをこれまでより早く取得できる

ため、その点からも民間活動の促進が期待される。また、

これまで公開情報を受け取るために必要であった紙や

CD-R といったメディア媒体の費用がすべて不要となるた

め、市民の実費負担を減らすことができる。また、同一の

開示請求が既に他の市民によって行われていた場合は、再

度の申請が不要となり、既に開示されている文書を取得・

閲覧できる。 
 

5.1.2 行政事務の業務効率化 

時間削減効果については、受付、開示文書の媒体作製、

提供といった情報公開窓口での業務がすべて不要となるた

め、情報公開窓口職員は全く別の業務に専念できる。また、

所管課職員においても、開示不開示に関する調査業務は削

減できないが、情報公開窓口職員とのやり取りや必要のな

い決裁などが不要となるため、業務量削減の効果が見込ま

れる。さらに、同一の開示請求が既に他の市民によって行

われていた場合、公開済みの文書を再利用できるため、公

開に関する同一作業が不要となる。 
 

5.1.3 行政データの信頼性向上 

職員側の視点からみると、行政データを公開するにあた

って、システムに沿った形で文書登録や公開を実施するだ

けで、内部不正および外部不正を抑止または防止できる。

つまり、ブロックチェーンというシステム基盤を利用する

ことで、作業する本人が特に意識することなく不正などか

ら自分自身の身を守ることができる。また、公開データの

信頼性に関しても、ブロックチェーンの持つ特徴や仕組み

を利用したシステムそのものに依存することが可能である。

これらの結果として、行政データの信頼性が高まり、公正

な活動が促進される。さらに、職員は行政データの公開に

あたって、事前に特別な処理を行うことなくデータの安全

性が担保されるため、情報を公開することに対しての敷居

が下がり、より多くの行政データを公開することが可能と

なる。その結果、今後様々な部署が持つ行政データが公開

されることで、より活発な行政データの利活用が期待され

る。 
一方、市民側の視点からみると、インターネットを通じ

ていつでもどこからでも、行政から取得したデータの正し

さを証明できる。その結果、行政データの利活用や第三者

提供などが促進される可能性が高まる。また、民間企業間

でのデータ利活用においても、データの正しさが担保され

るため、民間活動における透明性がより高まることとなる。 
 
5.2 今後の課題 

5.2.1 導入効果 

先の検証から本システムを導入することで年間約 4,544
時間の削減効果が見込まれる。この結果から、行政事務の

業務効率化ならびに生産性向上が期待できる。しかし、こ

のような定量的な評価だけをもとに導入可否を判断すべき

ではない。ブロックチェーン技術は基盤技術であるため、

例えば、改ざん抑止など利用者が意識しない部分にその長

所が表れやすい。そのため、信頼性・透明性のあるデータ

の提供、改ざんの防止といった二次的な効果を含む定性的

な評価も必要となる。 
 
5.2.2 ユーザビリティ４５ 

本検証システムの仕様では、文書更新が必要な場合、新
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規文書として登録し直す必要がある。そのため、文書更新

が頻繁な場合、新規文書登録の増加にともない全体の業務

量が増えてしまう。システム内の文書は、改ざんできない

文書として信頼性は高まるが、職員が文書更新という作業

自体に煩わしさを感じ、結果として文書登録などシステム

全体の利用に慎重になってしまう可能性も否定できない。

これでは、業務効率化や生産性向上に繋がらない。ここで

重要なことは、ブロックチェーン技術を導入する対象業務

を正しく選別することである。ブロックチェーン技術には、

効果が出やすい業務とそうでない業務があるため、単にセ

キュリティ面での向上を期待する側面だけで考えると、う

まくいかない可能性がある。その一方、UX４６や UI４７等を

工夫することでユーザーの実作業量はもとより心理的な負

担を軽減することが可能である。 
 
5.2.3 通知 

今回は検証範囲外であったため実施していないが、実運

用を想定した場合、文書公開と同時に申請者へ何らかの通

知を送る必要がある。また、文書が不開示であった場合や

文書更新が発生した場合も通知が必要となる。一方、情報

公開文書は原則すべての人が閲覧可能という考え方に則り、

申請後は申請者が適宜本サービスにアクセスする形で最新

状況を確認してもらうという運用が考えられるものの、こ

の運用では市民サービスの低下が懸念される。 
 

5.2.4 二次利用 

民間企業や市民がどのような種類の行政データをどのよ

うに活用しているのかを行政自身が収集管理し、それらを

活かせるようにすることが重要である。今回の事例であれ

ば、文書ダウンロード時に文書の二次利用に関するアンケ

ートなどを実施し、そこで得た情報を収集し分析すること

で、民間企業や市民の真のニーズを満たす行政データを積

極的に公開できる可能性がある。 
 

補足 行政事務全般におけるブロックチェーン技術の活用 

これまで情報公開窓口での手続きオンライン化における

ブロックチェーン技術の活用について考察してきたが、最

後に補足としてより広い視点で行政事務全般におけるブロ

ックチェーン技術の活用可能性について述べておくことに

したい。 
 

補足1 行政事務での活用可能性 

これまでの考察から、ブロックチェーンの持つ特徴であ

る真正性、透明性、耐改ざん性等を熊本市の行政事務にて

具体的に活かすことのできる分野について考えてみる。 
 
補足1.1 医療データ 

医療データは医療機関と行政との間で共有すべきデータ

が多数存在する。例えば、乳幼児における出生からの健診

データを行政と医療機関で共有し、これらのデータをブロ

ックチェーン上に登録する。このようなデータ基盤があれ

ば、対象者がどの医療機関を訪問した場合でも、各医療機

関が改ざんされていない医療データをもとに診療方針を決

定することができる。 
ブロックチェーン上に登録すべきデータは、必要に応じ

て各医療機関で書き換えできないデータとして追加される。

また、医療情報は本人の同意なく開示されず、自身の情報

に対して、いつだれがアクセスしたのかという改ざん不可

能な履歴を本人が確認することで透明性を担保する。 
 

補足1.2 住民基本データ 

市役所内で利用されている住民基本データ（氏名、生年

月日、性別、住所等）は、共通基盤というプラットフォー

ムを介して各課が管理するシステムへ情報が送られている。

これらの情報はブロックチェーンを利用することで共有が

可能である。住民記録システムにて登録された住民基本デ

ータをブロックチェーンに登録し、同様のブロックチェー

ンノードを各課のシステム内で作成・共有する。その結果、

これまで問題となっていた情報共有のタイムラグ（各シス

テムへの情報反映に時間がかかる）や情報内容が異なる状

況（共通基盤⇔各システムにおいて、情報の更新や削除が

行われると、正しい情報が各システムに反映しないという

連携仕様ミスなど）がなくなる。さらに、システム間連携

の際に必要な情報連携の仕様を決める必要がなくなるため、

連携に関するコストを削減できる。また、同一のブロック

チェーンノードを各システムで共有しているため、可用性

を高めることもできる。ただし、各システムにおいてブロ

ックチェーンノード内にある住民基本データを参照するた

めの仕様変更が必要になる。 
 

補足1.3 地域通貨 

熊本市が提供するアプリケーション独自のポイントなど

─ 85 ── 84 ─



行政手続きのオンライン化に向けた課題と展望 

- 86 - 

を廃止し、その代替として汎用性かつ利用価値の高い熊本

市共通の地域通貨を提供することで、市民のアプリケーシ

ョン利用等を促進できる可能性がある。具体的には、地域

通貨を地元の店での商品購入や市の証明書発行の手数料等

に利用することで、地域通貨の利用価値を高めることがで

きる。この地域通貨をブロックチェーンにて管理すること

で、透明性の高い価値移転が可能なサービスを提供するこ

とができる。 
 
補足2 行政事務での導入検討の必要性 

これまで述べてきたようにブロックチェーン技術を活用

する場合、効果が出やすい業務とそうでない業務があるた

め、十分な導入検討が必要となる。 
 

補足2.1 デジタル化への取り組みの意識改革 

ブロックチェーン技術は基盤技術であるため、利用者か

らみてその良さを理解しにくい部分がある。例えば、トッ

プや情報部門が導入を推進したとしても、導入を検討する

課においてメリットが分かりにくい場合、導入を断念して

しまう可能性がある。目に見える効果や短期的な効果だけ

にこだわると基盤技術は導入対象から外されてしまう可能

性が高いため、これまで述べたような視点で考えることに

よってはじめて効果が出るものであるという認識を持って

全庁的に取り組む必要がある。 
 

補足2.2 業務の選定 

様々な行政事務分野にて展開していくにあたり、その業

務および行政データがブロックチェーン技術と親和性が高

いかどうかを以下のような観点から検討する必要がある。 
・データの正しさを示す必要がある 
・改ざんされてはいけない 
・データに関する経緯（履歴）を示す必要がある 
・権利や価値の移転が必要 
・データ化できるまたはされている 
・データ量が大きくない 
・同一データが頻繁に更新されない 

 

補足2.3 既存システム・手続きとの兼ね合い 

既にシステムが導入されている場合、既存システムとブ

ロックチェーンとの兼ね合いを考慮する必要がある。特に

既存システムが持つデータベースの役割とブロックチェー

ンノードとの役割を明確化させて、それぞれの特徴を考慮

した上で導入を検討する必要がある。 
またそれ以外にも、従来型の手続きとの併用について検

討する必要がある。今回、情報公開窓口での手続きオンラ

イン化について検討したが、仮に本システムを実際に導入

したとしても、市民サービスの観点から、従来の窓口での

来庁手続きをすぐに終了することは現実的には難しい。オ

ンライン化による手続きと従来型の来庁手続きをどのよう

に並行運用し、将来的にどのような形でオンライン化によ

る手続きへ移行していくのかといったプランも導入時に検

討する必要がある。 
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１ 暗号技術やP2P等の要素技術を特定の方式で組み合わせること

で、登録・更新等の記録の耐改ざん性や耐障害性を担保する技術。

（行政情報システム研究所（2018）「はじめに」より。詳細につ

いては、本稿「3.1 ブロックチェーンについて」を参照）

https://www.iais.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/Blockchain
Report.pdf（令和3（2021）年5月25日参照） 

２ Webページと共通の技術を応用して構築・運用されるアプリケ

ーションソフト。プログラムやデータの主要部分はWebサーバ

ー上に置かれ、利用者はインターネットなどを通じて遠隔から

Webブラウザでこれにアクセスし、表示や操作を行う。 
３ 厚生労働省（2017）,p.95正当な権限において作成された記録に

対し、虚偽入力、書換え、消去及び混同が防止されており、かつ、

第三者から見て作成の責任の所在が明確であることである。

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakuto
ukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000166260.
pdf（令和3（2021）年5月25日参照） 

４ 行政情報システム研究所（2018）,p.16 処理記録がネットワーク

内で共有（公開）され、誰でも処理履歴を閲覧することができる。 
５ 行政情報システム研究所（2018）,p.16 ブロック内に記載され、

チェーン化した後は改ざんしようとしても自動で検知し、事実上

改ざんを防ぐことができる。 

                                                                                  
６ 内閣府（2020）,p.15, 17, 21 

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2020/2020_
basicpolicies_ja.pdf（令和3（2021）年5月25日参照） 

７ 政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目

的を明確化したうえで合理的根拠（エビデンス）に基づくものと

すること。 
８ Artificial Intelligenceの略で、人間にしかできなかったような高

度に知的な作業や判断をコンピュータを中心とする人工的なシ

ステムにより行えるようにしたもの。 
９ 内閣官房（2020）「デジタル・ガバメント実行計画」 

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/2020_dg_
overview.pptx（令和3（2021）年5月25日参照） 

１０ オープンでなかったものをオープンにすること。ITの分野では、

仕様や設計などを公開することや公開された標準仕様を元に

製造された製品を採用することなどを指すことが多い。 
１１ 従来は手元のコンピュータに導入して利用していたようなソフ

トウェアやデータ、あるいはそれらを提供するための技術基盤

（サーバーなど）を、インターネットなどのネットワークを通

じて必要に応じて利用者に提供するサービス。 
１２ Robotic Process Automationの略で、人間がコンピュータを操

作して行う作業を、ソフトウェアによる自動的な操作によって

代替すること。 
１３ 戦略の概要は以下。「我が国は、すべての国民が情報通信技術 

(IT)を積極的に活用し、その恩恵を最大限に享受できる知識創

発型社会の実現に向け、早急に革命的かつ現実的な対応を行わ

なければならない。市場原理に基づき民間が最大限に活力を発

揮できる環境を整備し、5年以内に世界最先端のIT国家とな

ることを目指す。」 
https://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai1/1siryou05_2.html
（令和3（2021）年5月25日参照） 

１４ 熊本市役所内の外部接続可能な庁内LANに接続されているシ

ステムおよび端末など。 
１５ 地方公共団体情報システム機構 総合行政ネットワーク全国セ

ンター（2019）「総合行政ネットワーク（LGWAN）の概要」 
https://www.j-lis.go.jp/file/lgwangaiyou_20201209.pdf （令和

3（2021）年5月25日参照） 
１６ いわゆる大型汎用機（メインフレーム）と呼ばれる種類のコン

ピュータ製品を中心に構築された情報システムのこと。 
１７ 様々な開発元のソフトウェアや機器を組み合わせて構築された

コンピュータシステムのこと。 
１８ 熊本市（2018）情報化事業概要 H30年度 
１９ Information and Communication Technologyの略で、情報や

通信に関連する科学技術の総称。 
２０ 熊本市ホームページ（2020）「熊本市行政サービスDXアクシ

ョンプラン」

https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx
?c_id=5&id=31964&sub_id=1&flid=228146（令和3（2021）
年5月25日参照） 

２１ Internet of Thingsの略で、コンピュータなどの情報・通信機

器だけでなく、世の中に存在する様々な物体（モノ）に通信機

能を持たせ、インターネットに接続することや相互に通信する

ことにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこと。 
２２ 日本ブロックチェーン協会（2016） 

１）ビザンチン障害を含む不特定多数のノードを用い、時間

の経過とともにその時点の合意が覆る確率が0へ収束するプ

ロトコル、またはその実装をブロックチェーンと呼ぶ。 

２）電子署名とハッシュポインタを使用し改竄検出が容易な

データ構造を持ち、且つ、当該データをネットワーク上に分

散する多数のノードに保持させることで、高可用性及びデー

タ同一性等を実現する技術を広義のブロックチェーンと呼ぶ。 
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を廃止し、その代替として汎用性かつ利用価値の高い熊本

市共通の地域通貨を提供することで、市民のアプリケーシ

ョン利用等を促進できる可能性がある。具体的には、地域

通貨を地元の店での商品購入や市の証明書発行の手数料等

に利用することで、地域通貨の利用価値を高めることがで

きる。この地域通貨をブロックチェーンにて管理すること

で、透明性の高い価値移転が可能なサービスを提供するこ

とができる。 
 
補足2 行政事務での導入検討の必要性 

これまで述べてきたようにブロックチェーン技術を活用

する場合、効果が出やすい業務とそうでない業務があるた

め、十分な導入検討が必要となる。 
 

補足2.1 デジタル化への取り組みの意識改革 

ブロックチェーン技術は基盤技術であるため、利用者か

らみてその良さを理解しにくい部分がある。例えば、トッ

プや情報部門が導入を推進したとしても、導入を検討する

課においてメリットが分かりにくい場合、導入を断念して

しまう可能性がある。目に見える効果や短期的な効果だけ

にこだわると基盤技術は導入対象から外されてしまう可能

性が高いため、これまで述べたような視点で考えることに

よってはじめて効果が出るものであるという認識を持って

全庁的に取り組む必要がある。 
 

補足2.2 業務の選定 

様々な行政事務分野にて展開していくにあたり、その業

務および行政データがブロックチェーン技術と親和性が高

いかどうかを以下のような観点から検討する必要がある。 
・データの正しさを示す必要がある 
・改ざんされてはいけない 
・データに関する経緯（履歴）を示す必要がある 
・権利や価値の移転が必要 
・データ化できるまたはされている 
・データ量が大きくない 
・同一データが頻繁に更新されない 

 

補足2.3 既存システム・手続きとの兼ね合い 

既にシステムが導入されている場合、既存システムとブ

ロックチェーンとの兼ね合いを考慮する必要がある。特に

既存システムが持つデータベースの役割とブロックチェー

ンノードとの役割を明確化させて、それぞれの特徴を考慮

した上で導入を検討する必要がある。 
またそれ以外にも、従来型の手続きとの併用について検

討する必要がある。今回、情報公開窓口での手続きオンラ

イン化について検討したが、仮に本システムを実際に導入

したとしても、市民サービスの観点から、従来の窓口での

来庁手続きをすぐに終了することは現実的には難しい。オ

ンライン化による手続きと従来型の来庁手続きをどのよう

に並行運用し、将来的にどのような形でオンライン化によ

る手続きへ移行していくのかといったプランも導入時に検

討する必要がある。 
 
謝辞 
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１ 暗号技術やP2P等の要素技術を特定の方式で組み合わせること

で、登録・更新等の記録の耐改ざん性や耐障害性を担保する技術。

（行政情報システム研究所（2018）「はじめに」より。詳細につ

いては、本稿「3.1 ブロックチェーンについて」を参照）

https://www.iais.or.jp/wp-content/uploads/2019/06/Blockchain
Report.pdf（令和3（2021）年5月25日参照） 

２ Webページと共通の技術を応用して構築・運用されるアプリケ

ーションソフト。プログラムやデータの主要部分はWebサーバ

ー上に置かれ、利用者はインターネットなどを通じて遠隔から

Webブラウザでこれにアクセスし、表示や操作を行う。 
３ 厚生労働省（2017）,p.95正当な権限において作成された記録に

対し、虚偽入力、書換え、消去及び混同が防止されており、かつ、

第三者から見て作成の責任の所在が明確であることである。

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakuto
ukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000166260.
pdf（令和3（2021）年5月25日参照） 

４ 行政情報システム研究所（2018）,p.16 処理記録がネットワーク

内で共有（公開）され、誰でも処理履歴を閲覧することができる。 
５ 行政情報システム研究所（2018）,p.16 ブロック内に記載され、

チェーン化した後は改ざんしようとしても自動で検知し、事実上

改ざんを防ぐことができる。 

                                                                                  
６ 内閣府（2020）,p.15, 17, 21 

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/2020/2020_
basicpolicies_ja.pdf（令和3（2021）年5月25日参照） 

７ 政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目

的を明確化したうえで合理的根拠（エビデンス）に基づくものと

すること。 
８ Artificial Intelligenceの略で、人間にしかできなかったような高

度に知的な作業や判断をコンピュータを中心とする人工的なシ

ステムにより行えるようにしたもの。 
９ 内閣官房（2020）「デジタル・ガバメント実行計画」 

https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/2020_dg_
overview.pptx（令和3（2021）年5月25日参照） 

１０ オープンでなかったものをオープンにすること。ITの分野では、

仕様や設計などを公開することや公開された標準仕様を元に

製造された製品を採用することなどを指すことが多い。 
１１ 従来は手元のコンピュータに導入して利用していたようなソフ

トウェアやデータ、あるいはそれらを提供するための技術基盤

（サーバーなど）を、インターネットなどのネットワークを通

じて必要に応じて利用者に提供するサービス。 
１２ Robotic Process Automationの略で、人間がコンピュータを操

作して行う作業を、ソフトウェアによる自動的な操作によって

代替すること。 
１３ 戦略の概要は以下。「我が国は、すべての国民が情報通信技術 

(IT)を積極的に活用し、その恩恵を最大限に享受できる知識創

発型社会の実現に向け、早急に革命的かつ現実的な対応を行わ

なければならない。市場原理に基づき民間が最大限に活力を発

揮できる環境を整備し、5年以内に世界最先端のIT国家とな

ることを目指す。」 
https://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai1/1siryou05_2.html
（令和3（2021）年5月25日参照） 

１４ 熊本市役所内の外部接続可能な庁内LANに接続されているシ

ステムおよび端末など。 
１５ 地方公共団体情報システム機構 総合行政ネットワーク全国セ

ンター（2019）「総合行政ネットワーク（LGWAN）の概要」 
https://www.j-lis.go.jp/file/lgwangaiyou_20201209.pdf （令和

3（2021）年5月25日参照） 
１６ いわゆる大型汎用機（メインフレーム）と呼ばれる種類のコン

ピュータ製品を中心に構築された情報システムのこと。 
１７ 様々な開発元のソフトウェアや機器を組み合わせて構築された

コンピュータシステムのこと。 
１８ 熊本市（2018）情報化事業概要 H30年度 
１９ Information and Communication Technologyの略で、情報や

通信に関連する科学技術の総称。 
２０ 熊本市ホームページ（2020）「熊本市行政サービスDXアクシ

ョンプラン」

https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx
?c_id=5&id=31964&sub_id=1&flid=228146（令和3（2021）
年5月25日参照） 

２１ Internet of Thingsの略で、コンピュータなどの情報・通信機

器だけでなく、世の中に存在する様々な物体（モノ）に通信機

能を持たせ、インターネットに接続することや相互に通信する

ことにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこと。 
２２ 日本ブロックチェーン協会（2016） 

１）ビザンチン障害を含む不特定多数のノードを用い、時間

の経過とともにその時点の合意が覆る確率が0へ収束するプ

ロトコル、またはその実装をブロックチェーンと呼ぶ。 

２）電子署名とハッシュポインタを使用し改竄検出が容易な

データ構造を持ち、且つ、当該データをネットワーク上に分

散する多数のノードに保持させることで、高可用性及びデー

タ同一性等を実現する技術を広義のブロックチェーンと呼ぶ。 
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https://jba-web.jp/news/642（令和3（2021）年5月25日参

照） 
２３ 扇他（2017）,pp.25-26 
２４ 暗号理論を用いて取引の安全性の確保、およびその新たな発行

の統制をする仮想通貨である。ビットコインがその先駆けであ

ると同時に、代表例である。 
２５ データの処理・読み込み・書き込み・保管・転送などに際して、

目的のデータが常に揃っていて、内容に誤りや欠けが無いこと

（および、それが保証されていること）。 
２６ ARCHANGEL - Trusted Archives of Digital Public Records 

https://www.archangel.ac.uk（令和3（2021）年5月25日参

照） 
２７ ハッシュ値とは、元になるデータから一定の計算手順により求

められた固定長の値。同じデータからは必ず同じハッシュ値が

得られる。また、計算過程で情報の欠損が起きる不可逆な変換

が含まれ、ハッシュ値から元のデータを復元することはできな

い。以下、具体例。 
「こんにちは」（SHA256） 

58F4DAA97F82FF3D1E2DDF6F1B750F5C4511FA1E
7AEA6340C4990AE0EAC3974E 

「こんにちは。」（SHA256） 
E08ACEA496D73258A3E9703B81F21E54AABF249B6
40D9B5D2CDF78B2DE165EBC 

２８ Jared Robert Keller (2018)” Blockchain’s potential role in the 
future of archiving”, Open Data Institute. 
https://theodi.org/article/blockchains-potential-role-in-the-fut
ure-of-archiving（令和3（2021）年5月25日参照） 

２９ 竹田市企画情報課（2018）「ブロックチェーンを用いた文書改

ざん検知に関する共同実験の概要」 
３０ 医療法人決算届、土地区画整理事業参考図のこと。 
３１ ある範囲の事務をそこの責任・権限で管理する課。 
３２ 日本オラクル株式会社（2021）「Oracle Blockchain Platform 

Cloud Service」
https://www.oracle.com/jp/application-development/cloud-ser
vices/blockchain-platform（令和3（2021）年5月25日参照） 

３３ 今回はHyperledger Fabricをプラットフォームとして採用し

た。エンタープライズ向けのパーミッション型（許可型）ブロ

ックチェーンであり、Hyperledgerの中でもっとも普及してい

る代表的なフレームワーク。 
３４ 内部不正とは、企業の従業員や関係者などの内部者によって、

機密情報などの情報が窃取・持ち出し・漏えい・消去・破壊・

悪用されること、あるいは内部者のミスによって流出してしま

うこと。本稿での外部不正とは、外部からの不正アクセスだけ

に限らず、外部公開した行政データを市民が取得した後に改ざ

んするなどの不正も含む。 
３５ 熊本市ホームページ（2021）情報公開と個人情報保護制  度。

文書等開示請求年間件数：上記HPより令和元年度は1,455件。

任意での情報提供閲覧年間件数：医療法人決算届閲覧件数（平

均2件/日）、土地区画整理事業参考図閲覧件数（平均2件/日）

で、年間開庁日が約240日であるため、年間では約960件と

なる。申請および閲覧件数は文書等開示請求件数と任意での情

報提供閲覧件数の年間合計数である2,415件とする。

https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5
&id=140（令和3（2021）年5月25日参照） 

３６ 「35」で示した1,455件のうち、郵送請求件数が約90件、同

一日複数申請件数が約200件であるため、これらを除いた

1,165件となる。来庁者数は、この件数と任意での情報提供閲

覧件数の年間合計数である2,125件とする。 
３７ 市役所と各区役所（市役所と中央区役所は同一住所であるため、

中央区は中央区水前寺とした）を公共交通機関にて移動した場

                                                                                  
合に要する時間は以下。（GoogleMap調べ） 
市役所⇔中央区水前寺 23分 
市役所⇔東区役所   38分 
市役所⇔西区役所   33分 
市役所⇔南区役所   52分 
市役所⇔北区役所   48分 
この結果と人口比率をもとに加重平均を算出すると、移動に

かかる所要時間は片道38分であるため、その往復である76
分が往復の移動時間となる。 

 
※熊本市推計人口（令和3（2021）年5月1日現在）を利用 
https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.asp
x?c_id=5&id=2382&sub_id=117&flid=253259（令和3（2021）
年5月25日参照） 

３８ 受付にかかる所要時間は、所要平均時間を算出することが難し

かったため、最も短い所要時間である5分を所要時間とした。

（情報公開窓口職員へのヒアリングをもとに算出） 
３９ 開示文書の決定および作成にかかる所要時間は、所要平均時間

を算出することが難しかったため、最も短い所要時間である１

5分を所要時間とした。（情報公開窓口職員へのヒアリングを

もとに算出） 
４０ 令和元年度における年間利用枚数は、紙が14,937枚、CD-Rが

491枚であったため、年間合計費用は247,570円となる（紙1
枚10円、CD-R 1枚200円で計算）。 

４１ 熊本市ホームページ（2020）情報公開と個人情報保護制 度。

提供にかかる処理件数および市民が受け取りに来庁する来庁

者数は、文書等開示請求件数（郵送および同一日複数申請を除

く）の1,165件から不開示等の請求拒否決定件数88件を除い

た1,077件となる。 
４２ 提供にかかる所要時間は、所要平均時間を算出することが難し

かったため、最も短い所要時間である5分を所要時間とした。

（情報公開窓口職員へのヒアリングをもとに算出） 
４３ 情報公開文書という特性上、公開された文書は原則誰もが閲覧

可能である。ただし、オンライン化の仕様によっては第三者も

一度申請などが必要となってくる場合がある。 
４４ 案件とは、文書の一つ上の階層にあたり、文書は必ず案件に紐

づいている。同一請求に対して公開する文書が複数ある場合は、

一つの案件に複数文書が紐づく形になる。 
４５ 機器やソフトウェア、Webサイトなどの使いやすさ、使い勝手

のこと。利用者が対象を操作して目的を達するまでの間に、ど

のくらい迷ったり間違えたりストレスを感じたりすることな

く使用できるかを表す概念である。 
４６ User Experienceの略で、ある製品やサービスとの関わりを通

じて利用者が得る体験およびその印象の総体。使いやすさのよ

うな個別の性質や要素だけでなく、利用者と対象物の出会いか

ら別れまでの間に生まれる経験の全体が含まれる。 
４７ User Interfaceの略で、機器やソフトウェア、システムなどと

その利用者の間で情報をやり取りする仕組み。システムから利

用者への情報の提示・表示の仕方と、利用者がシステムを操作

したり情報を入力したりする手段や方式、機器、使い勝手など

の総体を表す。 

人口 人口比率
移動平均
時間（分）

加重平均
（分）

中央区 186,397 0.25 23 5.75
東区 189,946 0.26 38 9.88
西区 90,856 0.12 33 3.96
南区 131,558 0.18 52 9.36
北区 139,411 0.19 48 9.12
合計 738,168 1 194 38
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コロナ禍のバス利用の時空間変動に関する研究 

－熊本の IC カードデータの分析から－ 
 

劉 強 

熊本市都市政策研究所 研究員 

 

キーワード： IC カードデータ、時系列分析、地理的分析、熊本都市圏 

 

1. 背景と目的 

 2020年新型コロナウイルス感染症（以下、「コロナ」とい

う。）により、外出や移動が控えられたことで、特に路線バ

スの利用は自家用車などと比較して大きく落ち込んだ（グ

ーグル,2020）。国土交通省の調査によると、輸送人数は前

年同月比で路線バスが 20％〜50％減と大幅に減少する結果

となった（国土交通省,2020）。しかし、筆者の知る限りで

は、熊本のバス利用に係る具体的な変化を十分に把握する

には至っていない。また、バスの利用実態は、従来の調査

手法では乗り込み調査やパーソントリップ調査により把握

が行われて、断片的な調査から推定されている。前者は全

路線に対して実施することは難しく、後者は抽出された対

象者のみの回答となるなどの問題を抱えている。 

一方、近年のIT技術の発展から、ICT（Information and 

Communication Technology）の普及は目覚ましく、これに

よる多様なビッグデータが生成されている。交通分野にお

いては、交通系 IC カードデータが注目されている（嶋本

ら,2014）。IC カードにより、365 日バス利用者のデータ収

集がされている。収集されるICカードデータは、利用時間

や乗降バス停等の記録があり、人々の行動把握が可能な巨

大なデータである（近藤ら,2016）。IC カードデータを用い

る交通行動の分析結果は、従来の調査手法では把握するこ

とができなかったことを把握することができ、バス利用者

の利用状況をより高精度で把握することができる（嶋本

ら,2012）。 

上記の背景を踏まえ、本研究の目的は、IC カードデータ

を利用し、Pythonでのデータ集計結果から2020年バス利用

の具体的な変化の特性を明らかにすることである。コロナ

発生前（2019年）と発生後（2020年）の一定期間において、

バス利用状況がどう変化したかの解明を試み、熊本都市圏

を例に、空間と時間の変化の特徴を明らかにする。研究の

構成を図１で示す。まず、２節で本研究で用いたデータに

ついて述べる。３節で空間と時間の変化の特徴を解説し、

４節で結論として本研究の成果と今後の課題を述べる。 

2. 取り扱うデータ 

 熊本都市圏でよく利用されているICカードは、全国相互

利用ICカード（でんでんnimoca、SUGOCA、Suicaなど）と

地域IC カード（くまモンのIC カード）である。全国相互

利用ICカードは、2013年に相互利用サービスが開始され、

2016 年から、熊本県路線バスでの対応を開始した。また、

地域IC カードは、2015 年にサービスが始まり、2020 年に

は、累計発行枚数が25万枚となった。 

本研究は、2019年1月1日から2020年12月31日までの

2年間、全国相互利用ICカードと地域ICカードの利用デー

タを用いて分析を行った。しかし、生データには不正なデ

ータ（不完全、または不正確なデータ）や破損したデータ

がある可能性が高い。そのため、PythonでICカードの生デ

ータをチェックし、不正なデータと破損したデータを排除

する。また、データをPythonで読み込み、余計な項目を取

り除いた。本研究で取り扱うデータ項目はカード ID、利用

日、乗降車バス停、乗降車時間である（表１）。Pythonでデ

ータを処理した結果によると、2019 年に、実際に使われた

IC カードは約60 万枚であった。コロナの影響で、2020 年

に使われたIC カードの枚数は前年より約18 万枚減少し、

約42万枚であった。 

表１ 本研究で取り扱うデータ項目 

対象期間 2019年１月－2020年12月 

カード種類 全国相互利用ICカード、地域ICカード 

データ項目 カードID、利用日（年・月・日）、乗降車

バス停、乗降車時間（時・分）、バス会社

短報 
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